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四　

む
す
び
に一　

は
じ
め
に

　

わ
が
国
の
商
法
は
、「
商
人
」
と
「
商
行
為
」
と
い
う
二
つ
の
基
礎
概
念
に
よ
っ
て
、
そ
の
適
用
範
囲
を
画
し
て
い
る
。
従
来
わ

が
国
で
は
、
こ
れ
ら
の
基
礎
概
念
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
先
に
商
行
為
概
念
を
定
め
て
か
ら
商
人
概
念
を
導
く
商
行
為
法
主
義
を
原

則
と
し
つ
つ
（
商
法
四
条
一
項
）、
先
に
商
人
概
念
を
定
め
て
か
ら
商
行
為
概
念
を
導
く
商
人
法
主
義
を
例
外
的
に
採
り
入
れ
る
（
た

と
え
ば
、
商
法
四
条
二
項
）
立
場
を
採
っ
て
い
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ（

（
（

、
実
質
的
意
義
の
商
法
を
、
企
業
に
特
有
の
生

活
関
係
を
対
象
と
す
る
私
法
と
し
て
理
解
す
る
通
説
の
立
場
（
企
業
法
説（

（
（

）
に
お
い
て
、
商
人
概
念
は
と
り
わ
け
重
大
な
意
義
を
有
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す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
伝
統
的
な
通
説（

（
（

は
、
い
わ
ゆ
る
「
自
由
職
業
者
」
を
商
人
概
念
か
ら
排
除
し
て
お
り
、
現
在
で
も
一
般
的
に
、
自
由

職
業
者
は
商
人
に
は
な
り
え
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
と
こ
ろ
が
、
東
京
地
裁
令
和
三
年
六
月
二
四
日
判
決（

（
（

（
以
下
「
令
和
三
年

判
決
」）
は
、
監
査
法
人
が
固
有
の
商
人
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
し（

（
（

、
か
か
る
通
説
の
解
釈
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た（

（
（

。
す
な
わ
ち
、「
監

査
法
人
は
、
他
人
の
求
め
に
応
じ
て
報
酬
を
得
て
財
務
書
類
の
監
査
又
は
証
明
を
す
る
と
の
業
務
を
組
織
的
に
行
う
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
公
認
会
計
士
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る
（
同
法
一
条
の
三
第
三
項
、
第
二
条
一
項
）。
監
査
法
人
が
行
う
財
務

書
類
の
監
査
に
関
す
る
業
務
は
、
請
負
の
性
質
を
有
す
る
と
解
さ
れ
る
監
査
報
告
書
の
提
出
を
主
要
な
目
的
の
一
つ
と
し
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
、
監
査
法
人
の
行
う
業
務
は
営
利
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
監
査
法
人
は
商
法
上
の
商

人
に
当
た
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
（
商
法
五
〇
二
条
五
号
、
同
法
四
条
一
項
参
照
）」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

学
説
の
多
く
は
、
監
査
法
人
が
自
由
職
業
者
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
令
和
三
年
判
決
を
批
判
し
て
い
る（

（
（

。
し

か
し
、
こ
う
し
た
学
説
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
京
地
裁
令
和
五
年
三
月
三
〇
日
判
決（

（
（

（
以
下
「
令
和
五
年
判
決
」）
は
、
同
種

の
事
案
に
お
い
て（

（1
（

、
ふ
た
た
び
無
限
責
任
監
査
法
人
が
商
人
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。

　

令
和
三
年
判
決
、
令
和
五
年
判
決
で
争
わ
れ
た
の
は
、
い
ず
れ
も
商
事
法
定
利
率
の
適
用
の
有
無（

（1
（

で
あ
っ
た
が
、
商
事
法
定
利
率

を
規
定
す
る
商
法
五
一
四
条
は
平
成
二
九
年
の
民
法
改
正
に
よ
り
削
除
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
自
由
職
業
者
が
商
人

と
な
り
う
る
か
否
か
は
、
い
わ
ゆ
る
商
人
間
留
置
権
（
商
法
五
二
一
条
）
や
商
事
売
買
（
商
法
五
二
四
条
以
下
）
な
ど
の
適
用
の
可
否

に
関
し
て
、
現
行
法
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
議
論
の
実
益
が
あ
る
。

　

ま
た
、
平
成
一
七
年
の
会
社
法
制
定
、
平
成
二
九
年
の
民
法
改
正
の
際
に
、
商
人
・
商
行
為
概
念
の
あ
り
方
が
見
直
さ
れ
、
上
述

し
た
商
人
法
主
義
へ
の
転
換
を
図
る
べ
く
検
討
が
行
わ
れ
た（

（1
（

。
仮
に
立
法
論
と
し
て
、
商
人
法
主
義
へ
の
転
換
が
図
ら
れ
、
商
人
の

要
件
か
ら
基
本
的
商
行
為
が
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
自
由
職
業
者
の
営
利
性
の
問
題
に
正
面
か
ら
向
き
合
わ
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
、
自
由
職
業
者
と
商
法
の
適
用
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
商
法
体
系
の
祖（

（1
（

で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
自
由
職
業
に
関
す
る
法
整
備
が
進
ん
で
い
る
フ

ラ
ン
ス
法（

（1
（

の
議
論
を
適
宜
参
照
し
つ
つ
、
通
説
が
自
由
職
業
者
の
商
人
性
を
否
定
す
る
根
拠
を
整
理
し
た
上
で
、
そ
の
当
否
に
つ
い

て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二　

自
由
職
業
の
具
体
例
と
そ
の
特
徴

（
一
）
自
由
職
業
の
具
体
例

　

ま
ず
は
「
自
由
職
業
と
は
な
に
か
」
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
が
国
に
は
自
由
職
業
を
定
義
づ
け
る
明
文

規
定
が
な
く
、
ま
た
、
教
科
書
等（

（1
（

で
は
具
体
的
な
職
業
名
が
例
示
的
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
が
明
確

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

列
挙
さ
れ
て
い
る
職
業
を
整
理
す
る
と
、
①
医
師
、
②
弁
護
士
は
ほ
と
ん
ど
の
文
献
で
言
及
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
こ
れ
ら
に
次
い
で
③

公
認
会
計
士
、
④
芸
術
家
、
ま
た
、
一
般
的
に
芸
術
家
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
な
か
で
も
、
⑤
画
家
、
⑥
音
楽
家
を
例
示
す
る
も
の
が

多
い
。
そ
の
他
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
⑦
文
筆
家
（
著
述
家
・
作
家
を
含
む
）、
⑧
陶
芸
家
、
⑨
彫
刻
家
、
⑩
書
家
、
⑪
漫
画
家
、
さ

ら
に
、
⑫
建
築
家
、
⑬
技
術
家
や
、
い
わ
ゆ
る
士
業
の
な
か
で
も
⑭
弁
理
士
、
⑮
税
理
士
を
挙
げ
る
も
の
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
由
職
業
と
し
て
挙
示
さ
れ
て
い
る
職
種
は
、
医
療
系
、
法
律
系
、
芸
術
系
、
技
術
系
な
ど
、
ま
た
、
国
家
資
格

の
有
無
な
ど
、
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
自
由
職
業
者
を
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
一
般
に
広
げ
れ
ば
、
⑯
司
会
業
、
現

代
的
に
は
⑰
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
ｒ
な
ど
も
含
ま
れ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る（

（1
（

。
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（
二
）
自
由
職
業
の
特
徴
―
―
独
占
禁
止
法
の
議
論
を
参
考
に

　

つ
ぎ
に
、
右
に
列
挙
し
た
職
業
を
包
含
す
る
共
通
の
特
徴
を
模
索
す
る
べ
く
、
自
由
職
業
の
概
念
に
つ
い
て
若
干
の
先
行
研
究
が

み
ら
れ
る
独
占
禁
止
法
の
議
論
を
参
照
し
た
い
。
独
占
禁
止
法
（
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
）
の
分
野

で
は
、
自
由
職
業
者
が
二
条
一
号
の
「
事
業
者
」
に
含
ま
れ
る
の
か
が
、
か
ね
て
よ
り
争
点
と
な
っ
て
い
た（

（1
（

。
独
占
禁
止
法
の
規
制

対
象
か
否
か
と
い
う
問
題（

（1
（

そ
れ
自
体
は
、
商
法
の
議
論
と
無
関
係
で
あ
る
が
、
独
占
禁
止
法
は
商
行
為
の
基
本
的
秩
序
を
定
め
る
も

の
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
た
め（

（2
（

、
自
由
職
業
の
捉
え
方
に
関
し
て
は
示
唆
に
富
む
。

　

自
由
職
業
の
概
念
は
、
歴
史
的
に
は
近
代
西
欧
社
会
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
医
師
、
弁
護
士
を
そ
の
典
型
と
す
る

が
、
か
な
ら
ず
し
も
確
立
し
た
概
念
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
医
師
、
弁
護
士
と
い
う
古
典
的
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
の
ほ
か
に
も
、
商

業
の
発
達
に
と
も
な
う
会
計
士
、
建
築
術
の
発
展
に
と
も
な
う
建
築
士
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
職
種
に
つ
い
て
自
由
職
業
化
の

現
象
が
見
ら
れ
、
主
要
な
も
の
は
、
医
業
関
係
（
医
師
、
薬
剤
師
等
）、
弁
護
士
等
（
弁
護
士
、
公
認
会
計
士
、
司
法
書
士
、
公
証
人
等
）、

建
築
関
係
（
建
築
士
、
不
動
産
鑑
定
士
等
）、
海
事
関
係
（
水
先
人
等
）
に
分
類
で
き
る
と
い
う（

（2
（

。

　

自
由
職
業
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
と
い
う（

（2
（

。
す
な
わ
ち
、
①
国
家
お
よ
び
社
会
に
対
し
て
特
別
の
責
任
を
と
も
な
う

公
的
課
題
を
担
っ
て
い
る
こ
と
、
②
依
頼
者
の
側
に
は
欠
け
て
い
る
高
度
に
精
神
的
な
業
務
（
サ
ー
ビ
ス
）
を
提
供
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
、
③
個
人
に
よ
り
そ
の
業
務
が
提
供
さ
れ
、
依
頼
者
に
対
す
る
特
別
な
忠
実
義
務
を
と
も
な
う
こ
と
、
④
営
利
を
と
も
な
わ

ず
、
報
酬
基
準
が
表
示
さ
れ
て
お
り
、
広
告
・
宣
伝
の
制
限
を
含
む
競
争
制
限
の
規
制
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
⑤
団
体
的
統
制
の

下
で
業
務
の
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
⑥
団
体
が
業
務
に
従
事
す
る
者
の
資
格
・
権
能
を
与
え
る
権
限
を
持
ち
、
そ
の
資
格
の

た
め
の
教
育
・
訓
練
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
⑦
団
体
的
に
倫
理
的
自
己
規
制
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
特
徴
は
、
自
由
職
業
の
原
語
（liberal profession, profession libérale

）
の
「
職
業
（profession

）」
の
部
分
、
そ
れ

も
西
欧
中
世
に
形
成
さ
れ
た
神
学
・
法
学
・
医
学
の
三
分
野
の
仕
事
に
共
通
す
る
と
考
え
ら
れ
た
特
徴
を
ま
と
め
た
も
の
と
い
え
る
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が
、
そ
の
特
徴
の
大
部
分
は
、
上
記
三
分
野
で
も
失
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
時
代
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
以
外
の
仕
事
に
も
同
じ
よ
う

な
特
徴
が
現
れ
て
き
て
お
り
、
い
わ
ば
程
度
問
題
の
特
徴
で
あ
る
と
い
う（

（2
（

。
し
た
が
っ
て
、「
自
由
職
業
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る

仕
事
に
は
、
確
定
的
な
範
囲
は
な
く
、
知
的
色
彩
の
強
い
、
換
言
す
れ
ば
筋
力
を
伴
う
度
合
い
が
少
な
い
サ
ー
ビ
ス
、
知
的
サ
ー
ビ

ス
を
指
す
」
も
の
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る（

（2
（

。

　

つ
ぎ
に
、
自
由
職
業
の
「
自
由
（libérale

）」
に
つ
い
て
は
、
従
属
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
現

代
に
お
い
て
は
、
団
体
、
企
業
に
雇
用
さ
れ
、
ま
た
は
援
助
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
通
り
、
自
由
職
業
に
共
通
す
る
い
く
つ
か
の
特
徴
は
見
い
だ
せ
る
も
の
の
、
他
の
職
業
と
画
然
と
区
分
さ
れ
る
境
界
線
は

な
い（

（2
（

。

（
三
）
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
自
由
職
業
（profession libérale

）

　

こ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ス
法
の
整
理
を
参
考
に
し
て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、（
二
）
の
と
お
り
、
自
由
職
業
の
概
念
は
近
代
西
欧
社
会

に
お
い
て
成
立
し
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
自
由
職
業
の
概
念
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
るprofession libérale

に

強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る（

（2
（

。

　

フ
ラ
ン
ス
法
で
は
伝
統
的
に
、
そ
し
て
や
や
風
刺
的
に
表
現
す
れ
ば
、「
手
作
業
の
」
ま
た
は
「
知
的
な
」
活
動
を
行
う
職
業
者

は
、
理
論
上
、
商
法
の
対
象
外
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
非
商
人
職
業
者
（professionnels non com

m
erçants

）
は
、
投
機

（spéculation

）
を
基
礎
と
す
る
も
の
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
非
商
人
職
業
者
は
一
般
的
に
、
農
業
者

（agriculteurs

）、
職
人
（artisans

）、
お
よ
び
自
由
職
業
者
に
分
類
さ
れ
る（

（2
（

。

　

自
由
職
業
は
、
二
〇
一
二
年
三
月
二
二
日
法
（loi n

o 2012-387 du 22‌ m
ars 2012

）
二
九
条
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ（

（2
（

本
文
に
お
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
自
由
職
業
と
は
、
適
切
な
職
業
資
格
を
通
じ
、
倫
理
原
則
ま
た
は
職
業
倫
理
を
遵
守
し
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て
実
施
さ
れ
る
、
主
に
知
的
、
技
術
的
、
ま
た
は
治
療
の
役
務
を
、
顧
客
ま
た
は
公
衆
の
利
益
の
た
め
に
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
、
平
常
、
独
立
し
て
か
つ
自
ら
の
責
任
の
も
と
で
一
般
的
に
民
事
的
な
性
質
を
有
す
る
活
動
を
行
う
者
の
総
称
で
あ
る
。」
こ
の

定
義
は
商
法
の
文
脈
で
も
引
用
さ
れ
る
一
般
的
な
定
義
で
あ
る（

（2
（

。

　

自
由
職
業
は
通
常
、
規
制
自
由
職
業
（profession libérale réglem
entée

）
と
、
非
規
制
自
由
職
業
（profession libérale non 

réglem
entée

）
と
に
分
け
ら
れ
る
。
規
制
自
由
職
業
の
定
義
は
、
二
〇
二
四
年
九
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
、
二
〇
二
三
年
二
月
八

日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
（O

rdonnance n
o 2023-77 du 8‌ février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales 

réglem
entées

）
一
条（

（3
（

一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
規
制
自
由
職
業
と
は
、
適
切
な
職
業
資
格
を
通
じ
て
実
施
さ
れ
る

役
務
を
、
顧
客
、
患
者
お
よ
び
公
衆
の
利
益
の
た
め
に
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
平
常
、
独
立
し
て
か
つ
自
ら
の
責
任
の
も
と

で
活
動
を
行
う
者
の
総
称
で
あ
る
。」
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
職
業
は
法
律
ま
た
は
規
制
上
の
地
位
を
有
し
、
そ
の
資
格
名
称
は
保
護

さ
れ
（
同
二
項
）、
倫
理
原
則
ま
た
は
職
業
倫
理
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
う
（
同
三
項
）。
ま
た
、
同
二
条（

（3
（

に
お
い
て
、
規
制
自
由
職

業
は
保
健
衛
生
職
（professions de santé
）、
法
律
・
司
法
職
（professions juridiques ou judiciaires

）（
（3
（

、
技
術
お
よ
び
生
活
環

境
職
（professions techniques et du cadre de vie

）
と
い
う
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
非
規
制
自
由
職
業
は
統
一
性
に
欠
け
て
お
り
、
完
全
に
自
由
な
場
合
も
あ
れ
ば
、
許
可
が
必
要
な
場
合
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
職
業
に
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
消
極
的
な
定
義
し
か
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
規
制
さ
れ
て
お
ら
ず
、
商
業

的
で
も
、
職
人
的
で
も
、
農
業
的
で
も
な
い
、
独
立
し
た
職
業
活
動
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る（

（3
（

。
こ
れ
ら
の
職
業
に
は
、
大
多
数
の

規
制
自
由
職
業
、
た
と
え
ば
医
療
・
看
護
職
（
医
師
（m

édecin
）、
獣
医
（vétérinaire

）、
歯
科
医
（chirurgien-dentiste

）、
助
産
師

（sage-fem
m
e

）
な
ど
）、
法
律
・
司
法
職
（
弁
護
士
（avocat

）
な
ど
）、
技
術
職
（
建
築
士
（architecte

）、
測
量
鑑
定
士
（géom

ètre-

expert

）
な
ど
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
同
業
者
団
体
が
存
在
し
な
い
た
め
、
非
規
制
自
由
職
業
が
共
同
し
て
事
業
を
行
う
場
合
の
規

制
の
欠
如
が
問
題
と
な
っ
て
い
る（

（3
（

。
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古
典
的
な
分
析
に
よ
れ
ば
、
自
由
職
業
を
特
徴
づ
け
る
基
準
と
な
る
の
は
、
以
下
の
四
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、
自
由
職
業
者
と
顧

客
と
の
間
に
築
か
れ
る
特
有
の
「
人
的
要
素
の
考
慮
（intuitus personae

）」（
（3
（

、
第
二
に
、
自
由
職
業
の
知
的
な
性
質
（caractère 

intellectuel
）、
第
三
に
、
独
立
性
（indépendance

）、
第
四
に
、
自
由
職
業
者
の
無
私
無
欲
（désintéressem

ent

）
で
あ
る（

（3
（

。
こ

の
う
ち
第
一
の
基
準
に
つ
い
て
、
信
頼
（confiance

）
は
自
由
職
業
者
と
顧
客
と
の
関
係
の
中
核
を
な
す
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
た

め
、
こ
れ
が
主
た
る
基
準
と
な
る
。
第
二
の
基
準
に
つ
い
て
、
自
由
職
業
は
通
常
、
純
粋
に
知
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
本
質
的
に
個
人
的

な
努
力
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
商
品
や
設
備
、
他
者
の
労
働
力
へ
の
投
機
と
は
相
容
れ
な
い
。
第
四
の
基
準
に
つ
い
て
、
自
由
職
業

は
、
原
則
と
し
て
利
益
の
追
求
よ
り
も
他
者
へ
の
奉
仕
が
優
先
さ
れ
る
た
め
、
あ
る
種
の
無
私
無
欲
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
わ
れ

る
（
（3
（

。

　

先
の
二
〇
一
二
年
三
月
二
二
日
法
二
九
条（

（3
（

の
定
義
は
、
こ
の
よ
う
な
古
典
的
な
分
析
を
、
部
分
的
に
ま
た
は
暗
黙
の
う
ち
に
採
り

入
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
、
第
三
の
基
準
は
明
文
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
第
一
の
基
準
は
、「
倫
理
原
則
ま
た
は
職
業
倫
理

の
遵
守
」
や
「
顧
客
ま
た
は
公
衆
の
利
益
」
へ
の
言
及
に
よ
り
、
自
由
職
業
者
と
顧
客
と
の
間
に
自
然
に
築
か
れ
る
信
頼
関
係
を
、

暗
黙
の
う
ち
に
で
は
あ
る
が
は
っ
き
り
と
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
分
析
や
、
法
的
な
定
義
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
自
由
職
業
の
多
様
な
実
態
を
特
徴
づ
け
る
基
準
を
定
め
る
こ
と
は
、
依
然
と
し
て
困
難
で
あ
る
と
い
う（

（3
（

。
と
り
わ
け

自
由
職
業
と
商
法
と
の
関
係
は
、
自
由
職
業
の
商
化
（com

m
ercialisation

）
が
顕
著
に
な
っ
た
こ
と
で
、
先
の
分
析
基
準
を
揺
る

が
せ
る
問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。
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三　

自
由
職
業
者
の
商
人
性

（
一
）
総　

説

　

以
上
の
と
お
り
、
自
由
職
業
を
構
成
す
る
あ
る
程
度
の
特
徴
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
他
の
職
業
と
の
截
然
と
し
た
分
水
嶺
に

は
な
り
え
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
よ
り
も
精
緻
な
立
法
的
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
商
法
上
問
題
と
な
る
「
自
由
職
業
」
と
い
う
概
念
を
あ
ら
か
じ
め
定
義
づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下

で
は
視
点
を
変
え
て
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
文
献
で
名
前
が
挙
が
る
医
師
・
弁
護
士
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
自
由
職
業
者
と
呼
ば
れ
る
者

が
商
人
に
な
り
え
な
い
と
さ
れ
る
根
拠
を
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、
商
法
四
条
一
項
に
よ
る
と
、
固
有
の
商
人
と
は
、
①
自
己
の
名
を
も
っ
て
、
②
商
行
為
を
す
る
こ
と
を
、
③
業
と
す
る
者

で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
通
説
に
よ
れ
ば
、
①
は
、「
法
律
上
、
自
己
が
そ
の
行
為
か
ら
生
ず
る
権
利
義
務
の
帰
属
主
体
に
な

る
こ
と
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
②
は
、
商
法
五
〇
一
条
お
よ
び
五
〇
二
条
の
基
本
的
商
行
為
の
こ
と
で
あ
り
、
③
は
、「
営

業
と
す
る
」
と
同
義
で
あ
り（

（4
（

、「
営
利
の
目
的
を
も
っ
て
同
種
の
行
為
を
反
復
的
・
継
続
的
に
行
う
こ
と
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い

る
（
（4
（

。

　

学
説
は
自
由
職
業
者
が
原
則
と
し
て
商
人
で
は
な
い
と
い
う
結
論
に
つ
い
て
は
一
致
し
て
お
り
、
上
記
③
の
要
件
を
充
た
さ
な
い

か
ら
で
あ
る
と
い
う
理
由
づ
け
に
つ
い
て
も
、
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
単
に
自
由
職
業
は
「
営
業
」

に
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
す
る
も
の
が
あ
る
一
方
で（

（4
（

、
自
由
職
業
に
は
営
業
の
な
か
の
「
営
利
目
的
」（

（4
（

が
欠
け
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
す
る
も
の
も
多
い（

（4
（

。
後
者
の
見
解
は
、
比
較
的
新
し
い
文
献
に
多
い
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る（

（4
（

。

　

通
説
の
よ
う
に
、「
業
と
す
る
」
を
「
営
利
の
目
的
を
も
っ
て
同
種
の
行
為
を
反
復
的
・
継
続
的
に
行
う
こ
と
」
の
意
味
に
解
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
反
復
・
継
続
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
自
由
職
業
者
一
般
の
商
人
性
を
否
定
す
る
以
上
、
必
然
的
に
営
利
目
的
の
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有
無
が
焦
点
と
な
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
論
者
に
よ
っ
て
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
部
分
も
あ
る
が
、

同
種
の
根
拠
で
あ
れ
ば
区
別
せ
ず
に
併
記
し
て
、
具
体
的
根
拠
を
整
理
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
二
）
自
由
職
業
者
の
商
人
性
を
否
定
す
る
根
拠
と
そ
の
例
外

　

①
ま
ず
、
個
人
の
主
観
的
意
思
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
由
職
業
者
の
行
為
の
客
観
的
・
社
会
的
に
「
あ
る
べ
き
」
性
質
か

ら
み
て
、
営
業
と
は
認
め
ら
れ
な
い（

（4
（

、
ま
た
は
営
利
目
的
以
外
の
「
あ
る
べ
き
」
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
い
る（

（4
（

と

説
明
す
る
も
の
が
あ
る
。

　

②
つ
ぎ
に
、
自
由
職
業
は
社
会
通
念
上
、
営
業
と
認
め
ら
れ
て
い
な
い（

（4
（

、
ま
た
は
、
た
と
え
本
人
が
主
観
的
に
営
利
の
目
的
を
も

っ
て
行
う
と
し
て
も
、
現
在
の
社
会
通
念
に
お
い
て
は
、
そ
の
営
利
が
従
た
る
目
的
と
み
ら
れ
、
こ
こ
に
い
う
営
業
と
は
認
め
ら
れ

な
い
と
説
か
れ
る（

（4
（

。
②
で
は
、
仮
に
自
由
職
業
者
が
営
利
の
目
的
を
有
し
、
か
つ
商
行
為
を
反
復
継
続
し
て
行
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

社
会
通
念
上
、
自
由
職
業
は
営
業
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
と
説
明
す
る
も
の
が
多
い（

（5
（

。

　

な
お
、
①
と
②
の
理
由
づ
け
を
ま
と
め
る
よ
う
な
形
で
、「
社
会
観
念
上
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
営
利
で
あ
る
べ
き
で
は
な
く
、
客

観
的
に
は
営
利
の
目
的
は
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る（

（5
（

。

　

③
ま
た
、
自
由
職
業
者
の
「
行
為
が
専
門
的
な
知
識
や
技
能
を
要
す
る
こ
と
、
お
よ
び（

（5
（

、
あ
る
い
は（

（5
（

、
そ
の
業
務
が
著
し
い
個
性

的
特
徴
を
有
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
」
と
説
明
す
る
も
の
が
あ
る（

（5
（

。

　

④
さ
ら
に
、
医
業
は
営
業
に
当
た
ら
な
い
と
判
示
し
た
裁
判
例
お
よ
び
そ
の
理
由
づ
け
を
挙
げ
る
も
の
が
あ
る（

（5
（

。
す
な
わ
ち
、
長

野
地
裁
大
正
元
年
一
一
月
一
一
日
判
決（

（5
（

は
「
醫
業
の
如
き
専
門
の
技
術
又
は
學
識
を
要
す
る
精
神
的
勞
務
を
給
付
す
る
業
務
…
…
は

之
を
營
業
と
稱
せ
さ
る
を
以
て
通
常
の
觀
念
と
」
し
、
ま
た
、
那
覇
地
裁
昭
和
三
年
九
月
一
日
判
決（

（5
（

は
「
元
来
醫
師
ノ
業
務
タ
ル
ヤ

専
門
的
技
術
及
學
識
ヲ
要
ス
ル
精
神
的
勞
務
ニ
シ
テ
其
藥
品
ヲ
調
合
ス
ル
カ
如
キ
ハ
其
醫
療
方
法
ニ
過
キ
ス
普
通
ノ
觀
念
ニ
於
テ
之
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ヲ
營
業
ト
稱
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
て
、
い
ず
れ
も
医
師
の
業
務
を
営
業
で
は
な
い
と
結
論
し
て
い
る
。

　

⑤
最
後
に
、
自
由
職
業
は
「
本
来
営
利
の
た
め
に
の
み
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
見
解
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
の

業
務
の
著
し
い
個
性
的
特
徴
の
ゆ
え
に
そ
の
歴
史
的
発
展
と
関
連
し
て
、
現
在
の
一
般
取
引
の
見
解
に
お
い
て
は
こ
れ
を
営
業
と
認

め
な
い
か
ら
で
あ
る
と
す
る
の
が
至
当
で
あ
」
る
と
す
る
見
解
も
あ
る（

（5
（

。
こ
れ
は
、
①
②
の
社
会
通
念
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
③
業

務
が
著
し
い
個
性
的
特
徴
を
有
し
て
い
る
こ
と
（
お
よ
び
そ
の
歴
史
的
発
展（

（5
（

）
に
求
め
ら
れ
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
④
の

裁
判
例
の
理
屈
づ
け
も
同
一
の
方
向
性
を
指
向
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

以
上
の
と
お
り
、
自
由
職
業
は
、「
歴
史
的
発
展
と
関
連
し
て
社
会
通
念
上
営
業
と
は
認
め
ら
れ
な
い
（
そ
の
要
件
を
充
足
し
な

い
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
営
利
目
的
の
有
無
は
、
客
観
的
に
社
会
通
念
に
よ
り
判
断

さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
主
体
の
主
観
的
な
意
図
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う（

（6
（

。
こ
こ
で
問
題

と
な
る
の
は
、
客
観
的
に
社
会
通
念
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
と
い
う
営
利
目
的
は
、
自
由
職
業
に
特
有
の
判
断
基
準
な
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
学
説
の
な
か
に
は
、「
業
と
す
る
」
と
い
う
場
合
の
営
利
目
的
の
有
無
は
、
当
人
の
主
観
的
意
思
に
よ
ら
ず
客
観
的
に

社
会
的
観
念
か
ら
（
社
会
的
・
客
観
的
に
）
決
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し（

（6
（

、
自
由
職
業
に
限
ら
れ
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
、
現
在
の
通
説
は
、
営
利
目
的
の
有
無
を
原
則
と
し
て
主
観
的
に
判
断
し
つ
つ
、
自
由
職
業
に
つ
い
て
は
客
観
的
に
（
社
会
通

念
上
）
営
利
性
が
否
定
さ
れ
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る（

（6
（

。
後
者
の
考
え
方
は
、
商
人
に
関
す
る
す
べ
て
の
要
件
を
充
た
し
て
い

て
も
、
社
会
通
念
が
超
法
規
的
に
自
由
職
業
者
の
商
人
性
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
①
の
営
利
目
的
以
外
の
「
あ
る
べ
き
」
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
い
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、

「
通
常
主
従
の
判
別
は
な
し
え
な
い
」
と
の
正
当
な
批
判
が
あ
り（

（6
（

、
③
の
理
由
に
つ
い
て
は
、「
現
代
の
製
造
業
や
販
売
業
等
一
般
に

そ
れ
に
従
事
す
る
者
が
商
人
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
高
度
の
知
識
や
技
能
が
要
求
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
そ
の

業
務
が
著
し
い
個
性
的
特
徴
を
有
す
る
場
合
も
存
在
す
る
」
と
批
判
さ
れ（

（6
（

、
現
代
で
は
程
度
問
題
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る（

（6
（

。
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そ
う
す
る
と
、
自
由
職
業
者
の
営
利
目
的
や
自
由
職
業
の
営
業
を
否
定
す
る
根
拠
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
歴
史
的
経
緯
に
よ
り
形

成
さ
れ
、
現
在
で
も
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
漠
然
と
し
た
社
会
通
念
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。「
す

な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
自
由
職
業
は
、
社
会
通
念
上
、
そ
の
行
為
の
客
観
的
な
あ
る
べ
き
性
質
が
、
本
来
営
利
の
た
め
に
行
わ
れ
る
べ

き
で
な
い
と
の
認
識
が
、
未
だ
社
会
の
一
般
常
識
に
適
う
か
ら
商
法
の
規
整
の
外
に
置
か
れ
て
い
る（

（6
（

」
と
説
明
す
る
ほ
か
な
い
の
で

あ
る
。
そ
し
て
社
会
通
念
で
決
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
通
念
に
変
化
が
あ
れ
ば
、
結
論
も
変
わ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る（

（6
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
商
法
学
説
は
自
由
職
業
者
の
商
人
性
を
原
則
と
し
て
認
め
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
商
法
を
企
業

法
的
に
考
察
す
る
と
、
自
由
職
業
を
当
然
に
商
法
の
範
囲
外
の
も
の
と
取
り
扱
っ
て
よ
い
か
に
つ
い
て
は
慎
重
な
吟
味
が
必
要
で
あ

る
と
し
、
な
ん
ら
か
の
形
で
例
外
的
に
そ
の
商
人
性
を
認
め
る
の
が
多
数
説
で
あ
る（

（6
（

。

　

そ
こ
で
、「
医
師
な
ど
に
つ
い
て
も
特
別
扱
を
す
る
こ
と
な
く
、
営
業
意
思
な
い
し
企
業
意
思
の
存
在
が
客
観
的
に
認
め
ら
れ
う

る
か
ど
う
か
、
と
い
う
統
一
的
基
準
で
判
断
す
べ
き
」
で
あ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ（

（6
（

、
学
説
の
多
く
は
「
自
由
職
業
の
商
化
」
と
い

う
観
点
か
ら
自
由
職
業
の
商
人
性
（
企
業
性
）
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
現
代
は
、
私
立
の
大
病
院
、
多
数
の
弁

護
士
を
擁
す
る
法
律
事
務
所
（
公
認
会
計
士
の
場
合
も
ほ
ぼ
同
様
）、
多
数
の
弟
子
を
使
っ
て
い
る
文
筆
家
や
工
房
な
ど
、
多
か
れ
少

な
か
れ
企
業
的
経
営
方
法
を
も
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
自
由
職
業
の
例
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
と
く
に
大
都
市
に
お
い
て
『
自
由

職
業
の
商
化
』
の
現
象
は
漸
く
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
従
来
の
学
説
中
に
も
、
た
と
え
ば
医
師
が
病
院
を
経
営
し
て
患
者
を
入

院
宿
泊
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
こ
に
営
業
な
い
し
商
人
の
存
在
を
認
め
る
見
解
が
あ
る
…
…
の
は
、
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。

問
題
は
学
問
的
な
い
し
芸
術
的
種
類
の
職
業
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
当
然
に
営
業
た
り
え
な
い
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
企

業
の
一
般
的
要
件
が
存
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
自
由
職
業
的
労
務
を
対
象
と
す
る
企
業
の
存
在
す
る

可
能
性
は
理
論
的
に
認
め
ら
れ
る
…
…
も
の
で
あ
っ
て
、
…
…
企
業
的
特
質
を
も
つ
自
由
職
業
に
つ
い
て
は
、
商
法
の
規
定
の
中
で

企
業
を
対
象
と
す
る
も
の
の
適
用
を
認
め
て
然
る
べ
き
で
あ
り
、
た
だ
、
同
時
に
、
当
該
自
由
職
業
が
学
問
な
い
し
芸
術
に
関
わ
る
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も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
十
分
に
考
慮
し
、
商
法
の
規
定
を
適
用
す
る
際
に
は
修
正
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
と
考
え

る
。
そ
し
て
、
商
法
規
定
の
修
正
的
適
用
を
み
る
べ
き
自
由
職
業
の
企
業
的
特
質
は
、
そ
の
独
立
性
、
継
続
性
、
サ
ー
ビ
ス
の
公
衆

性
、
活
動
範
囲
に
つ
い
て
外
形
的
に
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
組
織
（
病
院
、
事
務
所
、
工
房
の
ご
と
し
）
な
ど
の
う
ち
に
、
こ
れ
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
い
う
の
で
あ
る（

（7
（

。

（
三
）
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
自
由
職
業
の
商
化
と
集
団
化

　

二
（
三
）
で
確
認
し
た
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
自
由
職
業
の
古
典
的
分
析
基
準
は
、
自
由
職
業
の
独
自
性
を
確
保
す
る

の
に
十
分
に
説
得
力
が
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
利
益
追
求
の
精
神
（esprit lucratif

）
と
営
業
的
手
法
と
が
、

一
部
の
自
由
職
業
に
お
い
て
ま
す
ま
す
一
般
的
と
な
っ
て
お
り
、
自
由
職
業
の
商
化
の
明
ら
か
な
原
因
と
な
っ
て
い
る（

（7
（

。
そ
し
て
、

商
人
、
職
人
、
自
由
職
業
者
の
区
別
は
曖
昧
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
実
務
上
、
自
由
職
業
者
は
商
法
の
適
用
対
象
と
な
る
場
合
が
あ

る
の
で
あ
る（

（7
（

。

　

自
由
職
業
の
活
動
が
商
取
引
を
と
も
な
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
性
質
決
定
の

牴
触
は
、
付
随
理
論
（théorie de l’accessoire
）
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
て
き
た（

（7
（

。
す
な
わ
ち
、
古
い
判
例
は
、
自
由
職
業
者
が
主
た

る
民
事
活
動
の
一
環
と
し
て
、
付
随
的
な
ま
た
は
形
式
に
よ
る
商
行
為
を
完
全
に
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
商
人
と
し
て
の
資

格
要
件
を
充
た
し
て
い
な
い
た
め
、
商
人
と
は
な
り
え
な
い
と
判
示
し
た（

（7
（

。
こ
れ
は
、
商
行
為
が
個
人
ま
た
は
職
業
の
ど
ち
ら
の
立

場
で
行
わ
れ
て
い
た
の
か
で
判
断
が
異
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
診
療
に
付
随
し
て
歯
磨
き
粉
の
販
売
を
し
て
い
た
歯

科
医
は
商
人
で
は
な
い
の
に
対
し（

（7
（

、
顧
客
に
資
材
を
転
売
し
て
い
た
建
築
士
は
商
人
と
認
め
ら
れ
た（

（7
（

。
さ
ら
に
、
顧
客
の
資
金
を
用

い
て
、
平
常
、
銀
行
業
務
を
行
っ
て
い
た
公
証
人
は
商
人
で
あ
る
と
認
定（

（7
（

さ
れ
て
い
る（

（7
（

。
こ
の
よ
う
に
、
自
由
職
業
は
大
き
く
変
化

し
、
営
業
活
動
に
適
用
さ
れ
る
諸
規
定
と
の
接
近
が
進
ん
で
い
る（

（7
（

。
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さ
ら
に
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
、
自
由
職
業
に
対
す
る
商
法
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

す
な
わ
ち
、
不
動
産
診
断
士
（diagnostiqueur im

m
obilier

）
の
活
動
に
係
る
紛
争
に
つ
き
裁
判
所
の
管
轄
権（

（8
（

が
争
わ
れ
た
事
案
で
、

破
毀
院
商
事
部
は
、
商
法
典
一
一
〇
―

一
条
六
号
（A

rt. L.110-1 6
o C. com

.

）
の
供
給
事
業
に
は
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
も
含
ま
れ
る

こ
と
、
不
動
産
診
断
士
の
活
動
（
ア
ス
ベ
ス
ト
・
害
虫
被
害
の
診
断
、
居
住
面
積
・
物
件
の
状
態
の
確
認
、
建
物
の
価
値
の
評
価
、
そ
し
て

一
般
に
、
資
産
の
持
続
性
、
最
適
化
お
よ
び
譲
渡
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
診
断
お
よ
び
取
引
）
が
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
の
範
疇
に
入
る
も
の

で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
活
動
が
純
粋
に
知
的
な
活
動
で
は
な
く
、
平
常
、
営
利
で
行
わ
れ
る
場
合
に
は
商
的
性
格
を
有
す
る

旨
を
明
示
し
た（

（8
（

。
不
動
産
診
断
士
は
一
九
九
六
年
一
二
月
一
八
日
法
（Loi n

o 96-1107 du 18‌ décem
bre 1996 ; Loi Carrez

）
以

来
、
飛
躍
的
に
増
加
し
た
職
業
で
あ
る
が
、
純
粋
に
知
的
な
活
動
か
否
か
と
い
う
判
例
の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
「
あ

ら
皮
（peau de chagrin

）」
の
ご
と
く
、
自
由
職
業
を
縮
小
さ
せ
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
あ
る（

（8
（

。

　

最
後
に
、
立
法
面
で
も
、
自
由
職
業
の
集
団
化
を
皮
切
り
に
、
そ
の
特
異
性
は
縮
減
傾
向
に
あ
り
、
民
事
的
な
活
動
と
の
区
別
は

以
前
よ
り
も
不
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
現
代
で
は
、「
大
雑
把
に
、
単
独
で
業
務
を
行
う
専
門
家
（professionnel

）
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
は
誤
っ
て
い
る
」（

（8
（

と
指
摘
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
自
由
職
業
を
実
施
す
る
際
の
集
団
化
が
発
展
し
て
い
る（

（8
（

。

　

た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
マ
ク
ロ
ン
法（

（8
（

は
、
公
証
人
、
弁
護
士
、
法
廷
執
行
吏
（huissier de justice

）
ま
た
は
裁
判
上
の
動
産
競

売
吏
（com

m
issaire-priseur judiciaire

）（
後
の
執
行
士
（com

m
issaires de justice

）（
（8
（

）
の
規
制
自
由
職
業
者
に
対
し
、
有
限
責
任

会
社
（
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｌ
）、
株
式
会
社
（
Ｓ
Ａ
）、
簡
素
株
式
会
社
（
Ｓ
Ａ
Ｓ
）
な
ど
の
商
事
会
社
（société com

m
erciale

）
形
態
に
よ
り

業
務
を
行
う
途
を
開
い
た（

（8
（

。
同
様
に
、
弁
護
士
な
ど
の
法
律
・
司
法
職
に
従
事
す
る
規
制
自
由
職
業
の
メ
ン
バ
ー
は
、
民
事
活
動
と

関
連
し
て
、
資
産
や
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
自
由
職
業
の
商
化
と
い
う
、
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
る

現
象
が
立
法
に
よ
っ
て
明
確
に
強
化
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る（

（8
（

。
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（
四
）
わ
が
国
に
お
け
る
産
業
構
造
の
変
化
と
「
公
益
」・「
非
営
利
」
概
念

　

こ
う
し
た
自
由
職
業
の
商
化
現
象
は
、
社
会
的
な
産
業
構
造
の
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
経
済
活
動
は
「
財
貨
の
流
通
媒
介
」（
経
済
的
意
義
で
の
「
商
」）
を
端
緒
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
。

余
剰
生
産
物
の
流
通
に
従
事
す
る
者
、
す
な
わ
ち
商
人
が
、
一
種
の
社
会
階
層
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
占
め
た
と
こ
ろ
か
ら
、
現

行
商
法
典
に
ま
で
連
な
る
「
商
」
活
動
は
、
歴
史
的
に
は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
で
の
余
剰
生
産
物
の
流
通
に
発
祥
し
た
と
理
解
さ

れ
て
い
る（

（8
（

。

　

ま
た
、
わ
が
国
の
旧
商
法
典
を
起
草
し
た
ロ
ェ
ス
レ
ル
は（

（9
（

、
そ
の
草
案
八
条
の
註
釈
の
な
か
で
、「
こ
こ
で
の
指
導
原
理
は
、
資

本
（Capital

）
を
用
い
て
営
ま
れ
、
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
製
品
や
商
品
の
転
換
（U

m
satz

）
を
生
じ
さ
せ
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
商

行
為
（H

andelsgeschäfte

）
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
先
の
指
導
原
理
を
逆
に
す
れ
ば
、
資
本
を
用
い
て

営
ま
れ
て
お
ら
ず
、
財
貨
の
転
換
（Güterum

satz

）
を
生
じ
な
い
行
為
は
商
行
為
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ

れ
は
資
本
生
産
（Capital-production
）
以
外
の
、
公
務
員
、
法
律
家
お
よ
び
医
師
、
教
師
お
よ
び
芸
術
家
の
仕
事
の
よ
う
な
、
い

わ
ゆ
る
非
生
産
的
な
活
動
（unproductiven T

hätigkeiten

）
に
つ
い
て
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
り
、
法
律
で
殊
更
に
言
及
す
る
必
要

は
な
い（

（9
（

」
と
説
明
し
て
い
る（

（9
（

。

　

し
か
し
そ
の
後
、
わ
が
国
で
は
産
業
構
造
が
高
度
化
し
、
国
民
経
済
の
中
心
が
第
三
次
産
業
へ
と
変
遷
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た（

（9
（

。

さ
ら
に
、
経
済
の
発
展
に
と
も
な
い
、
生
産
の
中
心
が
物
財
か
ら
サ
ー
ビ
ス
財（

（9
（

へ
と
移
り
、
経
済
の
な
か
で
第
三
次
産
業
、
と
り
わ

け
サ
ー
ビ
ス
業
の
比
重
が
増
加
し（

（9
（

、
モ
ノ
や
物
的
資
源
に
対
し
、
知
識
、
サ
ー
ビ
ス
等
の
評
価
・
価
値
が
相
対
的
に
高
ま
る
「
ソ
フ

ト
化
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
が
生
じ
た
の
で
あ
る（

（9
（

。

　

こ
う
し
た
動
き
を
受
け
、
総
務
省
統
計
局
が
編
纂
し
、
わ
が
国
の
経
済
統
計
の
基
礎
を
な
す
「
日
本
標
準
産
業
分
類
」
は（

（9
（

、「
医

療
・
福
祉
」
や
「
学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
」
を
「
産
業
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
ま
ず
、
一
九
四
九
年
一
〇
月
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に
同
分
類
が
設
定
さ
れ
た
時
点
で
、
す
で
に
、
大
分
類
「
Ｋ
―

サ
ー
ビ
ス
業
」
の
な
か
に
、
中
分
類
「
醫
療
保
険
業
」
と
「
法
務
」（

（9
（

が
含
ま
れ
て
い
た（

（9
（

。
そ
の
後
、
二
〇
〇
二
年
三
月
の
第
一
一
回
改
定
に
よ
り
、「
医
療
・
福
祉
」
は
独
立
の
大
分
類
項
目
に
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
従
来
の
大
分
類
で
あ
っ
た
「
Ｌ
―

サ
ー
ビ
ス
業
」（

（10
（

は
、
全
産
業
に
お
け
る
事
業
所
数
お
よ
び
従
業
者
数
の
そ
れ
ぞ
れ
約

四
分
の
一
を
占
め
、
各
種
の
経
済
活
動
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
一
〇
回
改
定
時
の
答
申
に
お
い
て
、「
Ｌ
―

サ
ー
ビ
ス
業

の
分
割
等
大
分
類
の
構
成
の
在
り
方
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
よ
う
提
言
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、「
Ｌ
―

サ
ー
ビ
ス
業
」
の

う
ち
、
医
療
、
福
祉
に
関
す
る
分
野
に
つ
い
て
は
、
高
齢
化
の
進
展
に
よ
る
介
護
福
祉
に
係
る
新
産
業
の
出
現
・
多
様
化
等
が
み
ら

れ
、
産
業
規
模
も
拡
大
し
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
分
類
「
Ｎ
―

医
療
、
福
祉
」
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
新
設
さ
れ
た
大
分
類
「
Ｑ
―

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）」
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
、
た
と
え
ば
、
専
門
的

知
識
・
技
術
の
提
供
に
関
す
る
産
業
な
ど
、
そ
の
産
業
規
模
が
大
き
く
、
国
際
比
較
上
意
義
あ
る
も
の
で
、
デ
ー
タ
が
安
定
的
に
収

集
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
定
義
・
範
囲
を
調
査
・
研
究
し
、
大
分
類
と
し
て
新
設
す
る
こ
と
の
適
否
に
つ
い

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
た（

（10
（

。

　

つ
づ
く
二
〇
〇
七
年
一
一
月
の
第
一
二
回
改
定
の
際
に
、「
Ｑ
―

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）」
か
ら
「
Ｌ
―

学
術

研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
」
が
独
立
し
、
そ
の
中
分
類
「
専
門
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）」
の
な
か
に
、
法

律
事
務
所
な
ど（

（10
（

が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る（

（10
（

。
こ
れ
は
第
一
一
回
改
定
時
に
指
摘
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
前
回
の
改
定
以
降
も
大
分

類
「
Ｑ
―

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）」
の
事
業
所
数
お
よ
び
従
業
者
数
の
伸
び
が
つ
づ
き
、
二
〇
〇
四
年
事
業
所
・

企
業
統
計
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
事
業
所
数
は
全
産
業
の
約
一
九
％
、
従
業
者
数
は
同
約
一
五
％
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
こ
と（

（10
（

、

そ
れ
に
よ
り
各
種
経
済
活
動
が
混
在
し
て
お
り
、
学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
広
告
に
関
す
る
分
野
は
、
事
業
経
営

の
高
度
・
専
門
化
お
よ
び
多
様
化
等
に
と
も
な
い
産
業
規
模
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る（

（10
（

。
こ
う
し
て
新
設
さ

れ
た
「
Ｌ
―

学
術
研
究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
」
や
「
Ｐ
―

医
療
、
福
祉
」
の
大
分
類
は
、
最
新
の
二
〇
二
三
年
七
月
の
第
一
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四
回
改
定
で
も
維
持
さ
れ
て
お
り
、
中
分
類
に
も
変
化
は
な
い（

（10
（

。

　

日
本
標
準
産
業
分
類
に
お
い
て
新
設
ま
た
は
廃
止
さ
れ
る
業
種
は
、
基
本
的
に
は
そ
の
大
分
類
グ
ル
ー
プ
内
で
の
業
種
の
興
隆
、

衰
退
を
示
す
一
つ
の
重
要
な
指
標
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
日
本
標
準
産
業
分
類
と
密
接
に
関
連
す
る
「
事
業
所
・
企
業
統

計
調
査
」
に
小
分
類
業
種
と
し
て
特
掲
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
業
種
が
業
と
し
て
認
知
さ
れ
独
立
し
た
地
位
を
持
つ
こ
と
を
意
味
し（

（10
（

、

こ
こ
に
は
病
院
や
一
般
診
療
所
な
ど
の
医
療
業
や
法
律
事
務
所
な
ど
の
専
門
サ
ー
ビ
ス
業
が
掲
記
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
自
由
職
業
の
典
型
と
も
い
え
る
医
師
や
弁
護
士
で
さ
え
、
現
在
で
は
事
業
経
営
の
高
度
・
専
門
化
お
よ
び
多
様

化
な
ど
に
よ
り
一
つ
の
産
業
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
産
業
規
模
も
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
た
と
え

ば
、
病
院
や
診
療
所
な
ど
で
行
わ
れ
る
医
療
行
為
そ
の
も
の
が
産
業
で
あ
る
こ
と
は
、
今
さ
ら
議
論
す
る
ま
で
も
な
く
当
然
に
認
め

ら
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る（

（10
（

。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
は
、
現
代
の
自
由
職
業
者
は
、
独
立
し
た
専
門
家
と
い
う
従
来
の
位

置
づ
け
か
ら
、
産
業
シ
ス
テ
ム
の
一
構
成
要
素
へ
と
変
容
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
、
法
理
論
的
ま
た
は
立
法
的
な
変
化
と
い
う
観
点
か
ら
自
由
職
業
と
営
利
性
の
関
係
に
目
を
移
す
と
、「
公
益
」
と
「
非

営
利
」
に
関
す
る
議
論
ま
た
は
制
定
法
に
よ
る
整
理
が
参
考
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
九
六
年
の
い
わ
ゆ
る
新
民
法
以
来
、
公
益

法
人
制
度
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
、「
公
益
」
と
「
非
営
利
」
の
概
念
整
理
を
め
ぐ
り
、
両
者
を
次
元
の
異
な
る
二
つ
の
軸
で
考
え

る
見
解
と
両
者
を
同
一
の
軸
上
で
捉
え
る
見
解
と
の
対
立
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
営
利
法
人
に
お
け
る
営
利
性
概
念
が
精
緻
化
さ

れ
、「
対
外
的
企
業
活
動
に
よ
っ
て
得
た
利
益
の
構
成
員
へ
の
分
配
」
と
す
る
現
在
の
通
説
が
形
成
さ
れ（

（10
（

、
概
念
が
整
理
さ
れ
た
。

現
在
で
は
、
法
人
に
お
け
る
公
益
・
非
公
益
と
営
利
・
非
営
利
は
異
な
る
次
元
の
二
つ
の
軸
上
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る（

（11
（

。
そ
の
結
果
、

「
公
益
」
に
つ
い
て
は
、
民
法
で
「
学
術
、
技
芸
、
慈
善
、
祭
祀
、
宗
教
そ
の
他
の
公
益
を
目
的
と
す
る
法
人
」（
民
法
三
三
条
二
項
）

と
定
め
、
公
益
法
人
認
定
法
が
、
公
益
目
的
事
業
に
つ
い
て
具
体
的
に
列
挙
し
、「
非
営
利
」
に
つ
い
て
は
、
構
成
員
に
剰
余
金
の

配
当
ま
た
は
残
余
財
産
の
分
配
を
認
め
な
い
と
い
う
意
味
で
（
一
般
社
団
法
人
法
一
一
条
二
項
参
照
）、
一
般
社
団
法
人
は
非
営
利
法
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人
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（

（11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
概
念
整
理
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
公
益
法
人
で
は
一
定
比
率
の
収
益
事
業
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
（
公
益

法
人
法
一
五
条
）、
非
営
利
法
人
で
あ
る
一
般
社
団
法
人
で
も
、
対
外
的
に
収
益
活
動
を
営
む
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
公
益
的
な
事
業
活
動
の
み
な
ら
ず
社
員
に
共
通
す
る
利
益
を
図
る
た
め
の
活
動
そ
の
他
、
適
法
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
活
動
で

あ
っ
て
も
許
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る（

（11
（

。

　

商
法
上
の
商
人
か
ど
う
か
を
論
じ
る
場
合
に
問
題
と
な
る
営
利
性
は
、
得
た
利
益
の
使
途
を
問
わ
な
い
（
営
利
法
人
の
営
利
性
と

は
異
な
る
）
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
法
人
が
商
人
と
な
り
う
る
か
否
か
は
収
益
事
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
で
判
断
さ
れ
、

当
該
法
人
が
収
益
事
業
と
し
て
商
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
限
り
で
商
人
に
な
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る（

（11
（

。
そ
の
結
果
、

「
営
利
目
的
は
、
…
…
医
師
の
使
命
（
医
師
法
一
条
）
や
、
…
…
弁
護
士
の
使
命
（
弁
護
士
法
一
条
）
を
損
な
う
よ
う
な
も
の
で
は
」

な
い
と
指
摘
さ
れ
る
に
至
っ
て
お
り（

（11
（

、
事
実
、
た
と
え
ば
社
会
医
療
法
人
は
法
律
上
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
収
益
業
務
を
行
う

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
医
療
法
四
二
条
の
二
参
照
）。
さ
ら
に
、
そ
の
な
か
に
は
製
造
業
、
運
輸
業
、
卸
売
・
小
売
業
、
飲
食
店
、

宿
泊
業
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
（
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
社
会
医
療
法
人
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
収
益
業
務
二
条
）、
社
会
医
療

法
人
は
そ
の
限
り
で
、
商
行
為
を
自
己
の
名
で
業
と
し
て
行
う
固
有
の
商
人
と
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
少
な
く
と
も
典
型
的
な
自
由
職
業
で
あ
る
と
さ
れ
る
医
師
や
弁
護
士
の
大
多
数
は
、
事
務
所
を
構
え
、
専
用

の
設
備
を
整
え
た
上
で
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
で
は
多
数
説
が
指
摘
す
る
企
業
的
特
質
を
備
え
て
業
務
を
行
う

こ
と
が
常
態
化
し
て
い
る
と
評
価
で
き
、
自
由
職
業
の
独
自
性
を
支
え
て
き
た
社
会
通
念
が
現
代
に
お
い
て
も
な
お
通
用
性
を
有
す

る
の
か
に
つ
い
て
は
、
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
法
人
化
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
傾
向
は
よ
り
顕
著
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
現
代
の
産
業
構
造
を
前
提
と
す
る
限
り
、
歴
史
的
・
伝
統
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
社
会
通
念
は
、
す
で
に
そ
の

支
持
基
盤
を
失
っ
て
お
り
、
自
由
職
業
の
独
自
性
も
根
拠
を
失
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
企
業
的
特
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質
を
有
す
る
場
合
に
例
外
を
認
め
る
通
説
の
立
場
を
前
提
に
す
れ
ば
、
自
由
職
業
と
い
う
概
念
は
商
法
の
適
用
を
画
す
る
基
準
と
は

な
り
え
て
お
ら
ず
、
根
拠
も
範
囲
も
不
明
確
な
「
自
由
職
業
」
と
い
う
概
念
を
商
法
適
用
の
可
否
に
つ
い
て
殊
更
に
重
用
す
る
実
益

は
、
も
は
や
存
在
し
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

（11
（

。

（
五
）
自
由
職
業
と
商
行
為

　

仮
に
「
自
由
職
業
」
と
い
う
概
念
を
捨
て
去
っ
た
場
合
、
い
わ
ゆ
る
自
由
職
業
者
が
商
人
で
あ
る
か
否
か
は
、
現
行
法
の
も
と
で

は
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
商
行
為
（
商
法
五
〇
一
条
、
五
〇
二
条
）」
を
行
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
点
を
捉
え
て
、
そ
も
そ
も
自
由
職
業
者
の
行
為
は
商
行
為
に
当
た
ら
な
い
た
め
、
商
人
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る（

（11
（

。

　

本
稿
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
の
点
に
関
し
て
十
分
な
検
討
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
伝
統
的
多
数
説
は
、
医
師
が
病
院

を
経
営
し
、
患
者
を
入
院
宿
泊
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
に
は
場
屋
取
引
（
商
法
五
〇
二
条
七
号
）
に
当
た
る
と
解
し
て
い
る（

（11
（

。
ま
た
、

獣
医
師
業
が
他
人
の
た
め
に
す
る
加
工
に
関
す
る
行
為
（
同
二
号
）
に
当
た
る
と
す
る
見
解（

（11
（

や
、
漫
画
家
が
自
己
の
著
作
物
を
出
版

す
る
行
為
が
商
行
為
（
同
六
号
）
で
あ
る
と
す
る
見
解（

（11
（

、
芸
術
家
が
絵
や
陶
器
を
制
作
し
、
そ
れ
を
他
に
売
却
し
て
生
計
を
立
て
て

い
る
と
す
れ
ば
、
商
法
五
〇
一
条
一
号
ま
た
は
五
〇
二
条
二
号
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
店
舗
販
売
し
て
い
れ
ば
商
法
四
条
二

項
の
擬
制
商
人
で
あ
る
と
す
る
見
解（

（12
（

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
カ
メ
ラ
マ
ン
は
、
一
方
で
撮
影
に
関
す
る
行
為
（
商
法
五
〇
二
条
六
号
）

を
業
と
し
て
行
え
ば
商
人
に
な
る
が
、
他
方
で
芸
術
家
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
す
れ
ば
商
人
で
な
く
な
る
と
い
う
不
都
合
が
指
摘
さ
れ
て

い
る（

（12
（

。
最
後
に
、
冒
頭
で
採
り
上
げ
た
令
和
三
年
判
決
や
令
和
五
年
判
決
の
よ
う
に
、
監
査
法
人
の
監
査
業
務
を
、
作
業
ま
た
は
労

務
の
請
負
（
同
五
号
）
と
解
す
る
余
地
も
な
く
は
な
い（

（12
（

。
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四　

む
す
び
に

　

こ
れ
ま
で
の
検
討
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
伝
統
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
「
自
由
職
業
」
と
い
う
概
念
に
は
問
題
が
山
積
し
て
い
る
。

ま
ず
、
概
念
自
体
が
明
確
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
は
自
由
職
業
の
定
義
規
定
を
有
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
で
さ
え
も
同
様
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
い
か
な
る
職
業
が
自
由
職
業
に
該
当
す
る
の
か
、
そ
の
範
囲
が
そ
も
そ
も
判
然
と
し
な
い
。

　

つ
ぎ
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
自
由
職
業
の
商
化
に
よ
り
、
実
態
に
即
し
た
形
で
、
判
例
が
既
存
の
自
由
職
業
者
に
商
人
性
を
認
め
た

り
、
新
た
に
急
増
し
た
職
業
の
自
由
職
業
性
を
認
め
な
か
っ
た
り
し
て
概
念
の
縮
減
が
図
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
立
法
面
で
も
、
一

部
の
規
制
自
由
職
業
者
に
対
し
、
商
事
会
社
の
形
態
で
業
務
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
な
ど
商
法
的
規
制
と
の
近
接
が
み
ら
れ
る
。
自

由
職
業
の
商
化
は
、
わ
が
国
で
も
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
膨
大
な
国
際
比
較
研
究
の
結
果
、
一
国

の
時
系
列
的
検
証
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
際
横
断
的
に
も
検
証
・
実
証
さ
れ
た
歴
史
的
経
験
法
則（

（12
（

で
あ
る
産
業
構
造
の
高
度
化
や
、
ソ

フ
ト
化
の
一
環
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
現
代
の
産
業
構
造
を
前
提
に
す
る
と
、
自
由
職
業
が
他
と
別
異
に
取
り
扱
わ
れ

る
根
拠
と
な
っ
て
き
た
社
会
通
念
は
、
す
で
に
薄
弱
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、「
公
益
・
非
公

益
」
と
「
営
利
・
非
営
利
」
と
が
次
元
の
異
な
る
概
念
で
あ
る
と
の
整
理
の
も
と
で
は
、
そ
の
傾
向
は
一
層
明
ら
か
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
、
自
由
職
業
の
定
義
づ
け
は
一
旦
措
い
て
、
典
型
的
な
自
由
職
業
で
あ
る
と
さ
れ
る
医
師
を
念
頭
に
置
い
て
考
え
て

み
る
と
、
同
一
の
職
業
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
商
人
性
の
有
無
や
そ
の
根
拠
は
種
々
雑
多
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
第
一
に
、

病
院
に
勤
め
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
勤
務
医
は
「
自
己
の
名
を
も
っ
て
」
業
を
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
意
味
で
商
人
と
は
認
め
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う（

（12
（

。
第
二
に
、
開
業
医
が
病
院
や
診
療
所
で
患
者
を
入
院
宿
泊
さ
せ
て
い
る
場
合
に
は
場
屋
営
業
に
当
た
り
、
こ
れ
を

自
己
の
名
を
も
っ
て
業
と
し
て
行
え
ば
商
人
と
な
る
と
い
う
の
が
伝
統
的
通
説
で
あ
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
推
し
進
め
て
、
第
三
に
、

独
立
性
、
継
続
性
、
サ
ー
ビ
ス
の
公
衆
性
、
活
動
範
囲
に
つ
い
て
外
形
的
に
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
病
院
の
よ
う
な
施
設
を
有
し
て
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い
る
場
合
に
は
企
業
的
特
質
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
商
行
為
を
行
っ
て
い
れ
ば
商
人
と
な
る
と
解
す
る
見
解
が
多
い
。
第
四
に
、
立

法
的
整
理
の
結
果
、
た
と
え
ば
社
会
医
療
法
人
が
製
造
業
、
運
輸
業
、
卸
売
・
小
売
業
、
飲
食
店
、
宿
泊
業
な
ど
の
収
益
事
業
を
行

う
場
合
に
は
、
商
人
性
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
五
に
、
こ
れ
ら
に
該
当
せ
ず
、
自
己
の
名
で
医
療
を
提
供
し
て
は
い
る

も
の
の
、
上
記
の
企
業
的
特
質
を
有
し
て
い
な
い
個
人
医
は
、
社
会
通
念
上
、
商
人
と
は
な
ら
な
い
と
整
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
五
番
目
の
医
師
が
、
伝
統
的
に
自
由
職
業
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
き
た
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
代
に
お
い

て
、
そ
の
よ
う
な
活
動
形
態
が
主
流
で
あ
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
同
一
の
職
業
で
あ
っ
て
も
、
商
人
性
の
有
無
に
関
す
る
考
慮
要
素
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
結
論
に
も
差
異
を
生

ず
る
。
個
別
具
体
的
な
検
討
を
経
て
商
人
性
を
逐
一
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
商
法
の
適
用
に
関
し
て
、
自
由
職

業
と
い
う
包
括
的
概
念
枠
組
み
は
、
も
は
や
そ
の
意
義
を
失
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
自
由

職
業
者
で
あ
っ
て
も
営
利
性
は
認
め
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
者
が
基
本
的
商
行
為
を
業
と
し
て
行
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
と
同
じ
く

固
有
の
商
人
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
し（

（12
（

、
店
舗
そ
の
他
の
設
備
で
物
品
を
販
売
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
擬
制
商

人
に
も
な
り
う
る
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
近
時
、
営
業
概
念
の
構
成
要
素
か
ら
営
利
性
を
取
り
去
り
、
反
復
継
続
性
の
み
を
要
素
と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
も
の
が

あ
る（

（12
（

。
た
し
か
に
、
そ
も
そ
も
商
法
上
の
商
人
の
営
利
性
に
つ
き
、
収
支
適
合
、
収
支
相
償
う
と
い
う
解
釈
が
打
ち
出
さ
れ
た
の
は
、

実
質
的
に
営
利
性
の
要
件
を
商
人
概
念
か
ら
排
除
し
、
商
法
の
現
在
の
枠
組
み
を
維
持
し
つ
つ
、
中
性
的
法
人
や
自
由
職
業
な
ど
を

商
法
上
の
商
人
と
す
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る（

（12
（

。

　

現
代
に
お
い
て
、
殊
に
自
由
職
業
の
営
利
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
否
定
す
る
社
会
通
念
自
体
に
疑
義
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
自

由
職
業
と
い
う
概
念
の
意
義
を
今
一
度
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
劈
頭
で
触
れ
た
と
お
り
、

商
人
法
主
義
の
体
系
に
転
換
し
た
際
の
商
人
の
定
義
に
も
大
い
に
関
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
商
人
法
主
義
を
採
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る
国
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
法
と
の
比
較
も
重
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が（

（12
（

、
こ
の
点
は
別
稿
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

（
1
）　

森
本
滋
編
『
商
法
総
則
講
義
』（
成
文
堂
・
第
二
版
・
一
九
九
九
年
）
二
八
―

二
九
頁
〔
洲
崎
博
史
〕。

（
2
）　

西
原
寛
一
『
日
本
商
法
論
第
一
巻
』（
日
本
評
論
社
・
第
二
版
・
一
九
五
〇
年
）
一
六
頁
以
下
。

（
3
）　

竹
田
省
『
商
法
総
論
』（
有
斐
閣
・
訂
補
二
〇
版
・
一
九
二
四
年
）
一
九
二
頁
な
ど
。

（
4
）　

弥
永
真
生
『
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
商
法
総
則
・
商
行
為
法
』（
有
斐
閣
・
第
三
版
・
二
〇
一
九
年
）
一
八
頁
な
ど
。

（
5
）　

東
京
地
判
令
和
三
・
六
・
二
四
金
判
一
六
二
六
号
三
四
頁
。

（
6
）　

本
判
決
の
事
案
は
、
無
限
責
任
監
査
法
人
で
あ
る
訴
外
Ａ
の
社
員
で
あ
る
公
認
会
計
士
Ｘ
ら
が
、
訴
外
Ａ
か
ら
脱
退
し
た
際
の
持
分

の
払
戻
し
、
未
払
報
酬
お
よ
び
こ
れ
ら
に
対
す
る
商
事
法
定
利
率
年
六
分
（
平
成
二
九
年
法
律
第
四
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
商
法
五
一
四

条
所
定
の
も
の
）
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
、
訴
外
Ａ
の
権
利
義
務
を
承
継
し
た
有
限
責
任
監
査
法
人
Ｙ
が
本
訴
を

承
継
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
7
）　

弥
永
真
生
「
い
わ
ゆ
る
自
由
職
業
と
商
人
性
―
東
京
地
判
令
和
三
・
六
・
二
四
を
き
っ
か
け
と
し
て
―
」
金
判
一
六
二
六
号
（
二
〇

二
一
年
）
二
頁
以
下
。

（
8
）　

尾
形
祥
「
判
批
」
新
・
判
例
解
説W

atch
三
一
号
（
二
〇
二
二
年
）
四
頁
、
清
水
真
希
子
「
判
批
」
令
和
三
年
度
重
判
解
（
二
〇

二
二
年
）
九
七
頁
、
長
谷
川
乃
理
「
判
批
」
税
務
事
例
五
四
巻
七
号
（
二
〇
二
二
年
）
九
〇
頁
、
三
宅
新
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
五
九
〇
号

（
二
〇
二
三
年
）
一
四
〇
頁
。

　

そ
の
他
、
監
査
法
人
の
商
人
性
を
認
め
な
く
と
も
、
持
分
払
戻
請
求
権
に
関
し
て
年
六
分
の
遅
延
損
害
金
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
こ
と
、
監
査
法
人
の
業
務
を
商
法
五
〇
二
条
五
号
の
作
業
に
含
め
る
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
判
批
」
法
研
九
八
巻
六
号

（
二
〇
二
五
年
）
四
一
頁
以
下
。

（
9
）　

東
京
地
判
令
和
五
・
三
・
三
〇
判
例
集
未
登
載
（
令
和
元
年
（
ワ
）
第
二
七
一
五
二
号
）。

（
10
）　

無
限
責
任
監
査
法
人
で
あ
る
Ｙ
の
社
員
で
あ
っ
た
Ｘ
が
、
Ｙ
か
ら
の
脱
退
に
と
も
な
う
持
分
の
払
戻
し
お
よ
び
商
事
法
定
利
率
年
六

分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

（
11
）　

い
ず
れ
も
、
監
査
法
人
が
商
法
四
条
一
項
の
商
人
に
該
当
し
、
監
査
法
人
が
社
員
か
ら
出
資
を
受
け
る
行
為
（
お
よ
び
社
員
と
の
間
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で
業
務
執
行
に
関
す
る
報
酬
の
合
意
を
す
る
行
為
（
令
和
三
年
判
決
））
が
附
属
的
商
行
為
（
商
法
五
〇
三
条
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
遅

延
損
害
金
に
は
商
事
法
定
利
率
が
適
用
さ
れ
る
と
判
示
す
る
。

（
12
）　

藤
田
友
敬
「
総
論
：
商
法
総
則
・
商
行
為
法
の
現
状
と
未
来
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
三
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
七
頁
以
下
。

（
13
）　

わ
が
国
は
普
通
ド
イ
ツ
商
法
典
（A

llgem
eines D

eutsches H
andelsgesetzbuch, A

D
H
GB

）
を
経
由
し
て
フ
ラ
ン
ス
商
法
典

の
体
系
を
承
継
し
て
い
る
（
北
居
功
・
高
田
晴
仁
編
『
民
法
と
つ
な
が
る
商
法
総
則
・
商
行
為
法
』（
商
事
法
務
・
第
二
版
・
二
〇
一
八

年
）
二
頁
以
下
〔
高
田
晴
仁
〕）。

（
14
）　

概
要
に
つ
き
、
松
井
智
予
「
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
の
概
観
―
―
日
本
商
法
典
と
比
較
し
て
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
三
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
七
〇

頁
以
下
、
増
田
史
子
「
比
較
法
―
―
ド
イ
ツ
商
法
典
、
フ
ラ
ン
ス
商
法
典
の
現
在
」
法
教
五
一
〇
号
（
二
〇
二
三
年
）
九
三
頁
以
下
な
ど
。

（
15
）　

た
と
え
ば
、
野
津
務
『
商
法
総
則
第
二
部
（
営
業
論
）』（
有
斐
閣
・
一
九
三
四
年
）
三
八
頁
、
田
中
耕
太
郎
『
改
正
商
法
總
則
概

論
』（
有
斐
閣
・
第
二
三
版
・
一
九
四
三
年
）
二
五
五
頁
、
小
町
谷
操
三
『
商
法
講
義　

巻
一　

総
則
・
會
社
』（
有
斐
閣
・
一
九
四
四

年
）
二
五
頁
、
伊
澤
孝
平
『
註
解
商
法
総
則
』（
法
文
社
・
一
九
四
九
年
）
四
五
頁
、
石
井
照
久
『
商
法
総
則
』（
弘
文
堂
・
新
版
・
一
九

六
六
年
）
四
七
頁
、
田
中
誠
二
・
喜
多
了
祐
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
商
法
総
則
』（
勁
草
書
房
・
一
九
六
八
年
）
九
一
頁
、
神
崎
克
郎
『
商

行
為
法
Ⅰ　

商
事
売
買
の
機
能
的
考
察
』（
有
斐
閣
・
一
九
七
三
年
）
八
頁
、
鴻
常
夫
・
北
沢
正
啓
『
体
系
商
法
事
典
』（
青
林
書
院
新

社
・
一
九
七
四
年
）
二
八
頁
〔
鴻
常
夫
〕、
石
井
照
久
・
鴻
常
夫
『
商
法
総
則
（
商
法
Ⅰ
）』（
勁
草
書
房
・
第
三
版
・
一
九
七
五
年
）
七

一
頁
、
田
中
誠
二
『
商
法
総
則
詳
論
』（
勁
草
書
房
・
全
訂
版
・
一
九
七
六
年
）
一
八
七
頁
、
服
部
栄
三
『
商
法
総
則
』（
青
林
書
院
新

社
・
第
二
版
・
一
九
七
七
年
）
一
七
五
頁
、
大
隅
健
一
郎
『
商
法
総
則
』（
有
斐
閣
・
新
版
・
一
九
七
八
年
）
九
二
頁
、
上
柳
克
郎
・
北

沢
正
啓
・
鴻
常
夫
・
竹
内
昭
夫
『
商
法
総
則
・
商
行
為
法
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
〇
年
）
二
六
頁
〔
北
沢
正
啓
〕、
蓮
井
良
憲
『
商
法
総

則
・
商
行
為
法
』（
法
律
文
化
社
・
一
九
八
〇
年
）
三
五
頁
、
喜
多
了
祐
『
商
法
総
則
〔
店
舗
営
業
法　

上
巻
〕』（
法
学
書
院
・
一
九
八

五
年
）
八
四
頁
、
小
橋
一
郎
『
商
法
総
則
』（
成
文
堂
・
一
九
八
五
年
）
五
八
頁
、
田
村
諄
之
輔
・
平
出
慶
道
『
現
代
法
講
義
商
法
総

則
・
商
行
為
法
』（
青
林
書
院
・
一
九
九
〇
年
）
三
四
頁
〔
出
口
正
義
〕、
鴻
常
夫
『
商
法
総
則
』（
弘
文
堂
・
全
訂
第
四
版
補
正
二
版
・

一
九
九
四
年
）
九
頁
、
喜
多
了
祐
『
商
法
の
要
説
』（
中
央
経
済
社
・
四
訂
版
・
一
九
九
五
年
）
二
四
頁
、
神
崎
克
郎
『
商
法
総
則
・
商

行
為
法
通
論
』（
同
文
館
出
版
・
新
訂
版
・
一
九
九
九
年
）
三
七
頁
、
関
俊
彦
『
商
法
総
論
総
則
』（
有
斐
閣
・
第
二
版
・
二
〇
〇
六
年
）

一
一
三
頁
、
蓮
井
良
憲
・
森
淳
二
朗
『
商
法
総
則
・
商
行
為
法
』（
法
律
文
化
社
・
第
四
版
・
二
〇
〇
六
年
）
四
一
頁
〔
森
淳
二
朗
〕、
畠
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田
公
明
『
商
法
・
会
社
法
総
則
講
義
』（
中
央
経
済
社
・
二
〇
〇
八
年
）
六
二
頁
、
淺
木
愼
一
『
商
法
学
通
論
Ⅰ
』（
信
山
社
・
二
〇
一
〇

年
）
一
九
頁
、
北
居
ほ
か
・
前
掲
注（
13
）三
一
頁
〔
森
川
隆
〕、
弥
永
・
前
掲
注（
4
）一
八
頁
、
川
村
正
幸
・
品
谷
篤
哉
・
酒
井
太
郎

『
コ
ア
・
テ
キ
ス
ト
商
法
総
則
・
商
行
為
法
』（
新
世
社
・
二
〇
一
九
年
）
二
〇
頁
、
末
永
敏
和
『
商
法
総
則
・
商
行
為
法　

基
礎
と
展

開
』（
中
央
経
済
社
・
第
三
版
・
二
〇
二
〇
年
）
二
二
頁
、
近
藤
光
男
『
商
法
総
則
・
商
行
為
法
』（
有
斐
閣
・
第
九
版
・
二
〇
二
三
年
）

二
一
頁
、
青
竹
正
一
『
商
法
総
則
・
商
行
為
法
』（
信
山
社
・
第
四
版
・
二
〇
二
四
年
）
四
四
頁
。

（
16
）　

こ
れ
に
対
し
、
米
沢
明
『
商
法
総
則
要
論
』（
中
央
経
済
社
・
第
二
版
・
一
九
九
六
年
）
五
九
頁
は
、
弁
護
士
を
挙
げ
て
い
な
い
。

（
17
）　

道
野
真
弘
「
自
由
職
業
人
の
商
人
性
再
考
」
立
命
四
一
一
・
四
一
二
号
（
二
〇
二
三
年
）
三
三
三
頁
。

（
18
）　

た
と
え
ば
、
佐
藤
一
雄
「
独
禁
法
の
適
用
対
象
で
あ
る
『
事
業
者
』
の
範
囲
に
つ
い
て
―
―
医
者
や
弁
護
士
等
の
自
由
業
に
も
適
用

さ
れ
る
か
」
商
事
七
〇
九
号
（
一
九
七
五
年
）
二
七
九
頁
、
大
村
須
賀
男
「
独
禁
法
に
お
け
る
自
由
職
業
の
事
業
者
性
」
ジ
ュ
リ
六
二
八

号
（
一
九
七
七
年
）
一
〇
七
頁
、
今
村
成
和
「
自
由
業
と
事
業
者
」
公
正
取
引
三
五
七
号
（
一
九
八
〇
年
）
一
二
頁
。

（
19
）　

な
お
、
現
在
で
は
、
自
由
職
業
者
が
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
事
業
者
に
含
ま
れ
る
と
い
う
結
論
は
ほ
ぼ
確
立
し
た
も
の
と
な
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
前
述
し
た
職
業
の
う
ち
、
裁
判
・
審
決
例
で
事
業
者
性
が
認
め
ら
れ
た
も
の
に
、
た
と
え
ば
、
①
医
師
（
東
京
高
判
平

成
一
三
・
二
・
一
六
判
示
一
七
四
〇
号
一
三
頁
）、
②
弁
護
士
（
東
京
地
判
平
成
一
三
・
七
・
一
二
判
時
一
七
七
六
号
一
〇
八
頁
）、
⑫
建

築
家
（
公
取
委
審
判
審
決
昭
和
五
四
・
九
・
一
九
審
決
集
二
六
巻
二
五
頁
）
が
あ
る
。

（
20
）　

大
隅
健
一
郎
『
商
行
為
法
』（
青
林
書
院
・
第
五
版
・
一
九
六
一
年
）
二
六
頁
。

（
21
）　

高
橋
岩
和
「
日
本
建
築
家
協
会
に
よ
る
独
占
禁
止
法
違
反
事
件
」
ジ
ュ
リ
七
〇
五
号
（
一
九
七
九
年
）
三
三
頁
。

（
22
）　

高
橋
・
前
掲
注（
21
）三
三
―

三
四
頁
を
整
理
し
た
植
木
邦
之
「
自
由
職
業
と
そ
の
事
業
者
性
」
新
報
一
〇
五
巻
六
・
七
号
（
一
九
九

九
年
）
六
三
頁
に
よ
る
も
の
。

（
23
）　

結
局
、
②
が
自
由
職
業
に
色
濃
く
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
が
、
こ
れ
も
他
の
仕
事
と
比
較
す
る
と
程
度
問
題
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、「
千
変
万
化
す
る
地
質
と
気
候
の
中
で
一
定
の
収
穫
を
あ
げ
よ
う
と
す
れ
ば
、
農
業
は
高
度
で
深
い
知
識
を
必
要
と

し
よ
う
。
し
か
も
、
農
業
と
法
律
、
医
療
等
の
知
識
は
、
そ
の
内
容
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
元
々
ど
ち
ら
が
高
い
か
深
い
か
比
較

で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
弁
護
士
は
農
民
に
対
し
て
…
…
自
分
の
方
が
高
度
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
傲
慢
以
外
の
も
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
」（
植
木
・
前
掲
注（
22
）六
四
―

六
五
頁
）。
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（
24
）　

植
木
・
前
掲
注（
22
）六
五
頁
。

（
25
）　

そ
れ
ゆ
え
、
右
記
見
解
の
著
者
は
、「
結
局
、
自
由
職
業
の
事
業
者
性
は
競
争
関
係
の
有
無
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
結
論
づ
け
て

い
る
（
植
木
・
前
掲
注（
22
）七
八
頁
）。

（
26
）　

自
由
職
業
の
名
が
登
場
す
る
古
い
文
献
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
関
連
す
る
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
、『
佛
國
政
法
論　
第
六
帙
上
卷
』

（
司
法
省
蔵
版
・
一
八
八
二
年
）
三
〇
四
、
三
二
四
頁
以
下
、
商
法
編
纂
局
飜
譯
『
佛
國
商
法
復
説
』（
博
文
本
社
・
一
八
八
二
年
）
四
七

四
頁
。
ま
た
、
一
八
八
五
年
七
月
二
日
付
官
報
六
〇
〇
号
二
八
頁
の
「
外
報
」
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
官
報
を
紹
介
す
る
際
に
、
代
言
人
、

医
師
等
の
「
自
由
職
業
」
に
「
プ
ロ
フ
エ
ツ
シ
ヨ
ン
、
リ
ベ
ラ
ー
ル
」
と
の
ル
ビ
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。

（
27
）　D

im
itri H

O
U
T
CIEFF, D

roit com
m
ercial, 5

e éd., Paris, 2022, n
o 298, p.188.

（
28
）　A

rt.29 I. Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de m
anière indépendante 

et sous leur responsabilité, une activité de nature généralem
ent civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du 

client ou du public, des prestations principalem
ent intellectuelles, techniques ou de soins m

ises en œ
uvre au 

m
oyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie 

professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres form
es de travail indépendant.

（
29
）　H

O
U
T
CIEFF, op. cit., （note 27‌

）, n
o 314, p.198.

（
30
）　A

rt.1. Les professions libérales réglem
entées groupent les personnes exerçant à titre habituel, de m

anière 
indépendante et sous leur responsabilité, une activité ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client, du 
patient et du public, des prestations m

ises en œ
uvre au m

oyen de qualifications professionnelles appropriées.
Ces  professions sont soum

ises à un statut législatif ou réglem
entaire ou leur titre est protégé.

Elles sont tenues, quel que soit le m
ode d’exercice de leur profession et conform

ém
ent aux textes qui régissent 

son accès et son exercice, au respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle susceptibles d’être 
sanctionnés par l’autorité com

pétente en m
atière disciplinaire.

（
31
）　A

rt.2. Pour l’application de la présente ordonnance, les professions libérales réglem
entées sont regroupées en 

trois fam
illes :
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1
o La fam

ille des professions de santé réunit les professions libérales réglem
entées m

entionnées à la quatrièm
e 

partie législative du code de la santé publique ainsi que les biologistes m
édicaux ;

2
o La fam

ille des professions juridiques ou judiciaires, dont la liste est précisée par décret ;
3
o La fam

ille des professions techniques et du cadre de vie réunit les autres professions libérales réglem
entées.

（
32
）　

法
律
・
司
法
職
の
具
体
的
な
職
種
に
つ
い
て
は
、
デ
ク
レ
（D

écret n
o 2023-1165 du 9‌ nov. 2023; JO

RF n
o 0287 du 12‌ 

déc. 2023 texte n
o 10‌

）
に
よ
っ
て
リ
ス
ト
化
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）　H

O
U
T
CIEFF, op. cit., （note 27‌

）, n
o 316, p.198.

（
34
）　Gérard CH

A
BO

T
, Fasc.925: O

rganisation des professions libérales, J.-Cl. Entreprise individuelle, actualisé par 
Frédéric D

A
N
N
EN

BERGER, 2024, 

§5.

（
35
）　intuitus personae

を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
上
井
長
十
「
フ
ラ
ン
ス
契
約
法
に
お
け
るintuitus personae

（
人
的
要
素
の

考
慮
）
に
つ
い
て
―
―
そ
の
意
義
と
契
約
解
消
に
お
け
る
機
能
に
つ
い
て
」
明
大
院
一
七
号
（
二
〇
〇
二
年
）
七
七
頁
以
下
。

（
36
）　Gérard CH

A
BO

T
, Professions libérales, J.-Cl. Civ. Synthèse, actualisé par Sam

ia M
A
O
U
CH

E, 2025, 

§2.

（
37
）　Y

ves REIN
H
A
RD

, Sylvie T
H
O
M

A
SSET

-PIERRE et Cyril N
O
U
RISSA

T
, D

roit com
m
ercial, 8e éd., Paris, 2012, 

n
o 382, p.239.

（
38
）　op. cit., （note 28‌

）.

（
39
）　CH

A
BO

T
, op. cit., （note 36‌

）, §2.

（
40
）　

上
柳
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）二
六
頁
〔
北
沢
〕、
田
邊
光
政
『
商
法
総
則
・
商
行
為
法
』（
新
世
社
・
第
四
版
・
二
〇
一
六
年
）
三
九
頁
。

（
41
）　

弥
永
・
前
掲
注（
4
）一
七
―

一
八
頁
。

（
42
）　

伊
澤
・
前
掲
注（
15
）四
五
頁
、
石
井
・
前
掲
注（
15
）四
七
頁
、
田
中
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）九
一
頁
、
鴻
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）二
八
頁

〔
鴻
〕、
石
井
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）七
一
頁
、
田
中
（
誠
）・
前
掲
注（
15
）一
八
七
頁
、
大
隅
・
前
掲
注（
15
）九
一
頁
、
蓮
井
・
前
掲
注

（
15
）三
五
頁
、
喜
多
・
前
掲
注（
15
）八
四
頁
（
総
則
）、
小
橋
・
前
掲
注（
15
）五
八
頁
、
田
村
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）三
四
頁
〔
出
口
〕、

鴻
・
前
掲
注（
15
）九
頁
、
米
沢
・
前
掲
注（
16
）五
九
頁
。

　

な
お
、
同
様
の
文
脈
で
、「
商
業
」
と
い
え
な
い
（
田
中
（
耕
）・
前
掲
注（
15
）二
五
五
頁
）
と
か
、「
企
業
」
が
存
在
す
る
と
は
い
え
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な
い
（
服
部
・
前
掲
注（
15
）一
七
五
頁
）
と
い
う
も
の
も
あ
る
。

（
43
）　

な
お
、
こ
こ
で
の
営
利
目
的
は
、
収
支
の
差
額
を
利
得
す
る
目
的
で
あ
る
と
の
解
釈
と
、
収
支
適
合
ま
た
は
費
用
充
足
の
目
的
で
足

り
る
と
の
解
釈
が
対
立
し
て
い
る
が
（
杉
田
貴
洋
「
商
法
に
お
け
る
営
利
性
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
」
法
研
九
六
巻
一
号
（
二
〇
二
三
年
）

二
八
頁
）、
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
の
議
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
44
）　

野
津
・
前
掲
注（
15
）三
八
頁
、
田
中
（
耕
）・
前
掲
注（
15
）二
五
五
頁
、
神
崎
・
前
掲
注（
15
）八
頁
（
商
行
為
法
）、
上
柳
ほ
か
・
前

掲
注（
15
）二
六
頁
〔
北
沢
〕、
神
崎
・
前
掲
注（
15
）三
七
頁
（
商
法
総
則
）、
関
・
前
掲
注（
15
）一
一
三
―

一
一
四
頁
、
蓮
井
ほ
か
・
前
掲

注（
15
）四
一
頁
〔
森
〕、
畠
田
・
前
掲
注（
15
）六
二
頁
、
北
居
ほ
か
・
前
掲
注（
13
）三
一
―

三
二
頁
〔
森
川
〕、
弥
永
・
前
掲
注（
4
）一
八

頁
、
川
村
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）二
〇
頁
、
末
永
・
前
掲
注（
15
）二
二
頁
、
近
藤
・
前
掲
注（
15
）二
一
頁
、
青
竹
・
前
掲
注（
15
）四
四
頁
。

（
45
）　

な
お
、
鉱
業
を
営
む
者
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
営
業
を
し
て
い
な
い
と
解
す
る
以
上
、
店
舗
営
業
者
に
も
当
た
ら
な
い
た
め
、

擬
制
商
人
（
商
法
四
条
二
項
）
に
も
な
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
46
）　

石
井
・
前
掲
注（
15
）四
七
頁
、
鴻
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）二
八
頁
〔
鴻
〕、
石
井
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）七
一
頁
、
鴻
・
前
掲
注（
15
）九

頁
、
田
村
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）三
四
頁
〔
出
口
〕。

（
47
）　

関
・
前
掲
注（
15
）一
一
三
―

一
一
四
頁
。

（
48
）　

小
橋
・
前
掲
注（
15
）五
八
頁
は
、「
そ
の
理
由
は
一
般
取
引
観
念
に
求
め
る
ほ
か
な
い
」
と
い
う
。

（
49
）　

米
沢
・
前
掲
注（
16
）五
九
頁
。
同
旨
、「
営
利
の
目
的
が
主
要
な
も
の
と
社
会
観
念
上
認
め
得
な
い
」（
野
津
・
前
掲
注（
15
）三
八

頁
）。

（
50
）　

田
中
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）九
一
頁
、
田
中
（
誠
）・
前
掲
注（
15
）一
八
七
頁
、
蓮
井
・
前
掲
注（
15
）三
五
頁
、
喜
多
・
前
掲
注（
15
）

八
四
頁
（
商
法
総
則
）。

（
51
）　

畠
田
・
前
掲
注（
15
）六
二
頁
。

（
52
）　

神
崎
・
前
掲
注（
15
）三
七
頁
（
商
法
総
則
）。

（
53
）　

神
崎
・
前
掲
注（
15
）八
頁
（
商
行
為
法
）。

（
54
）　

①
の
理
由
と
並
べ
て
、「
個
性
的
特
徴
を
有
す
る
職
業
で
あ
る
」
こ
と
を
挙
げ
る
も
の
も
あ
る
（
近
藤
・
前
掲
注（
15
）二
一
頁
、
青

竹
・
前
掲
注（
15
）四
四
頁
）。
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（
55
）　

田
中
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）九
一
頁
、
鴻
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）二
八
頁
〔
鴻
〕、
服
部
・
前
掲
注（
15
）一
七
五
頁
、
喜
多
・
前
掲
注

（
15
）二
四
―

二
五
頁
（
要
説
）。

（
56
）　

長
野
地
判
大
正
元
・
一
一
・
一
一
新
聞
八
三
六
号
二
八
頁
。
本
判
決
は
、
入
院
料
、
手
術
料
、
薬
価
等
の
受
取
書
に
印
紙
を
貼
用
し

な
か
っ
た
医
師
が
印
紙
税
法
違
反
に
当
た
る
か
が
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
り
、
廃
止
さ
れ
た
営
業
税
法
等
の
税
法
で
課
税
す
べ
き
営
業
の
な

か
に
医
業
を
掲
記
し
て
い
な
い
こ
と
も
、
医
業
が
営
業
で
は
な
い
こ
と
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
日
で
は
、
事
業
税
を
課
す

べ
き
第
三
種
事
業
の
な
か
に
医
業
そ
の
他
の
自
由
職
業
が
掲
記
さ
れ
て
お
り
（
地
方
税
法
七
二
条
の
二
第
一
〇
項
）、
こ
の
理
由
づ
け
は

意
味
を
失
っ
て
い
る
（
田
中
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）九
一
頁
）。

（
57
）　

那
覇
地
判
昭
和
三
・
九
・
一
新
聞
二
九
四
〇
号
一
五
頁
。
本
判
決
は
、
よ
り
直
截
に
医
師
が
商
人
に
当
た
る
か
を
判
断
し
た
も
の
で

あ
る
。

（
58
）　

大
隅
・
前
掲
注（
15
）九
二
頁
。

（
59
）　

歴
史
的
発
展
を
根
拠
に
す
る
な
ら
ば
、
歴
史
が
浅
い
職
業
に
は
、
こ
の
理
は
及
ば
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
60
）　

北
居
ほ
か
・
前
掲
注（
13
）三
一
―

三
二
頁
〔
森
川
〕。

（
61
）　

上
柳
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）二
六
頁
〔
北
沢
〕、
末
永
・
前
掲
注（
15
）二
二
頁
。

（
62
）　

弥
永
・
前
掲
注（
4
）一
七
―

一
八
頁
、
近
藤
・
前
掲
注（
15
）二
〇
―

二
一
頁
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
自
由
職
業
者
に
つ
い
て
、
殊
更

に
「
個
人
の
主
観
的
意
思
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
」（
石
井
・
前
掲
注（
15
）四
七
頁
）
な
ど
と
強
調
す
る
必
要
は
な
い
。
同
旨
、
自
由

職
業
は
「
営
利
目
的
を
離
れ
て
行
わ
れ
る
べ
き
0

0

も
の
で
あ
る
と
い
う
、
倫
理
観
が
背
景
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」（
川
村
ほ
か
・
前

掲
注（
15
）二
〇
頁
）。

（
63
）　

大
隅
・
前
掲
注（
15
）九
三
頁
。

（
64
）　

神
崎
・
前
掲
注（
15
）八
頁
（
商
行
為
法
）。

（
65
）　

前
掲
注（
22
）も
参
照
。

（
66
）　

淺
木
・
前
掲
注（
15
）一
九
―

二
〇
頁
。

（
67
）　

杉
田
・
前
掲
注（
43
）三
三
―

三
四
頁
。

（
68
）　

た
と
え
ば
、
竹
田
・
前
掲
注（
3
）一
九
二
頁
、
野
津
・
前
掲
注（
15
）三
八
頁
、
伊
澤
・
前
掲
注（
15
）四
五
頁
、
田
中
ほ
か
・
前
掲
注
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（
15
）九
一
頁
、
鴻
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）二
八
頁
〔
鴻
〕、
田
中
（
誠
）・
前
掲
注（
15
）一
八
七
頁
、
服
部
・
前
掲
注（
15
）一
七
五
頁
、
大

隅
・
前
掲
注（
15
）九
二
頁
、
蓮
井
・
前
掲
注（
15
）三
五
頁
、
喜
多
・
前
掲
注（
15
）八
四
頁
（
総
則
）、
田
村
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）三
四
頁

〔
出
口
〕、
鴻
・
前
掲
注（
15
）九
頁
、
喜
多
・
前
掲
注（
15
）二
四
頁
（
要
説
）、
関
・
前
掲
注（
15
）一
一
四
頁
、
畠
田
・
前
掲
注（
15
）六
二

頁
、
川
村
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）二
〇
頁
、
青
竹
・
前
掲
注（
15
）四
四
頁
。

（
69
）　

服
部
・
前
掲
注（
15
）一
七
五
頁
。

（
70
）　

鴻
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）二
八
頁
〔
鴻
〕。
同
旨
、
田
中
（
誠
）・
前
掲
注（
15
）一
八
七
―

一
八
八
頁
、
喜
多
・
前
掲
注（
15
）八
四
頁

（
総
則
）、
田
村
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）三
四
頁
〔
出
口
〕、
鴻
・
前
掲
注（
15
）九
頁
、
喜
多
・
前
掲
注（
15
）二
五
頁
（
要
説
）、
関
・
前
掲
注

（
15
）一
一
四
頁
、
青
竹
・
前
掲
注（
15
）四
五
頁
。

（
71
）　REIN

H
A
RD

, T
H
O
M

A
SSET

-PIERRE et N
O
U
RISSA

T
, op. cit., （note 37‌

）, n
o 382, p.239.

（
72
）　H

O
U
T
CIEFF, op. cit., （note 27‌

）, n
o 298, p.188.

（
73
）　REIN

H
A
RD

, T
H
O
M

A
SSET

-PIERRE et N
O
U
RISSA

T
, op. cit., （note 37‌

）, n
o 383, p.240.

（
74
）　

為
替
手
形
を
発
行
し
た
書
記
官
（greffi

er

）
へ
の
課
税
の
有
無
に
つ
い
て
、Cass. Civ. 14‌ m

ai 1912 D
P 1912, 1, p.303.

（
75
）　CA

 Paris, 24‌ oct. 1908, S.1909, 2, p.55.

（
76
）　CA

 Paris, 20‌ m
ars 1980, JurisD

ata n
o 1980-000230.

（
77
）　Cass. Com

. 2‌ févr. 1970, Bull. civ. 1970, IV
, n

o 36.

（
78
）　

そ
の
他
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
（clinique

）
や
診
療
所
（m

aison de santé

）
を
経
営
す
る
医
師
も
、
そ
の
経
営
が
主
た
る
も
の
で
あ
る

場
合
、
商
人
と
な
る
と
い
う
（REIN

H
A
RD

, T
H
O
M

A
SSET

-PIERRE et N
O
U
RISSA

T
, op. cit., （note 37‌

）, n
o 383, p.240

）。

（
79
）　A

rm
elle GO

SSELIN
-GO

RA
N
D
, Fasc.42, Com

m
erçants, Q

ualité de com
m
erçant, J.-Cl. Com

., 2013, 

§105.

（
80
）　

商
事
管
轄
に
つ
き
、
松
井
・
前
掲
注（
14
）七
〇
頁
以
下
、
増
田
・
前
掲
注（
14
）九
四
頁
以
下
。

（
81
）　Cass. Com

. 5‌ déc. 2006, JurisD
ata n

o 2006-036343 ; Contrats, conc. consom
.2007, com

m
.87, obs. Laurent 

LEV
EN

EU
R.

（
82
）　GO

SSELIN
-GO

RA
N
D
, op. cit., 

（note 79‌

）, 

§104.　

な
お
、
上
記
二
（
三
）
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
判
例
の
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
は
、

技
術
的
お
よ
び
治
療
の
役
務
と
並
ん
で
、
自
由
職
業
の
法
的
な
定
義
に
も
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
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（
83
）　

司
法
省
民
事
公
印
局
（la direction des affaires civiles et du sceau

）
に
よ
る
指
摘
（Cf. Cécile U

N
T
ERM

A
IER et 

Philippe H
O
U
ILLO

N
, Rapport d’inform

ation sur les professions juridiques réglem
entées, A

ssem
blée N

ationale, n
o 

24 75, 2014, p.102

）。

（
84
）　

自
由
職
業
者
の
集
団
化
に
つ
い
て
は
、
内
田
千
秋
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
専
門
職
会
社
法
制
の
歴
史
的
展
開
」
新
潟
四
八
巻
四
号

（
二
〇
一
六
年
）
一
頁
以
下
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
専
門
職
（
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
）
会
社
法
制
に
関
す
る
規
定
の
翻
訳
―
近
時
の
改
正
を
踏

ま
え
て
―
」
新
潟
四
九
巻
一
号
（
二
〇
一
六
年
）
六
四
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
85
）　Loi n

o 2015-990 du 6‌ août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économ
iques.　

マ
ク
ロ
ン
法

誕
生
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
久
保
宏
之
「
フ
ラ
ン
ス
公
証
人
制
度
の
現
在
―
マ
ク
ロ
ン
法
の
衝
撃
―
」
関
法
六
六
巻
三
号
（
二
〇
一
六

年
）
一
七
三
頁
以
下
。

（
86
）　

二
〇
二
二
年
四
月
二
八
日
の
デ
ク
レ
（D

écret n
o 2022-729 du 28‌ avril 2022

）
に
よ
っ
て
、
法
廷
執
行
吏
と
裁
判
上
の
動
産

競
売
吏
を
統
合
す
る
「
執
行
士
」
と
い
う
新
た
な
職
業
が
創
設
さ
れ
た
（
二
〇
二
二
年
七
月
一
日
に
施
行
）。
経
過
措
置
は
二
〇
二
六
年

一
月
一
日
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。

（
87
）　

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
・
破
毀
院
付
弁
護
士
に
つ
い
て
、D

écret n
o 2016-881 du 29‌ juin 2016

、
弁
護
士
に
つ
い
て
、D

écret 
n

o 2016-882 du 29‌ juin 2016

、
法
廷
執
行
吏
お
よ
び
裁
判
上
の
動
産
執
行
吏
（
後
の
執
行
士
）
に
つ
い
て
は
、D

écret n
o 2016-883 

du 29‌ juin 2016

、
裁
判
上
の
財
産
管
理
人
（adm

inistrateur judiciaire

）
お
よ
び
裁
判
上
の
受
任
者
（m

andataire judiciaire

）

に
つ
い
て
は
、D
écret n

o 2016-902 du 1er juillet 2016
（
い
ず
れ
も
翌
日
に
施
行
）。

（
88
）　CH

A
BO

T
, op. cit., （note 36‌

）, §2.

（
89
）　

大
塚
英
明
・
川
島
い
づ
み
・
中
東
正
文
・
石
川
真
衣
『
商
法
総
則
・
商
行
為
法
』（
有
斐
閣
・
第
三
版
・
二
〇
一
九
年
）
七
頁
〔
大

塚
英
明
〕。

（
90
）　

ロ
ェ
ス
レ
ル
と
ロ
ェ
ス
レ
ル
商
法
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
高
田
晴
仁
『
商
法
の
源
流
と
解
釈
』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
二
一
年
）
三

頁
以
下
。

（
91
）　Carl Friedlich H

erm
ann Roesler, Entw

urf eines H
andels-Gesetzbuches für Japan m

it Com
m

entar, Bd.1, 
N
eudruck der A

usgabe T
okyo 1884, Shinsei-Syuppan Gm

bH
 T

okyo 1996, S.96f.
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（
92
）　
「
第
五
條
第
六
條
及
第
七
條
ニ
於
テ
商
業
取
引
ノ
性
質
ヲ
定
メ
商
法
上
實
際
ノ
需
求
ニ
充
テ
シ
メ
タ
リ
而
シ
テ
其
要
訣
ト
爲
ス
所
ノ

大
主
義
ハ
則
チ
資
本
ヲ
以
テ
營
ミ
且
ツ
直
接
或
ハ
間
接
ニ
産
物
及
商
品
ヲ
移
轉
ス
ル
所
ノ
仕
事
ハ
都
テ
商
業
取
引
ト
ス
ヘ
シ
ト
云
フ
ニ
在

リ
故
ニ
今
此
ニ
ハ
如
何
ナ
ル
事
ノ
商
業
取
引
ニ
屬
セ
サ
ル
ヤ
ヲ
其
前
諸
條
ノ
文
ニ
從
テ
直
接
確
的
ニ
解
明
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
ニ
依

リ
之
ヲ
明
定
セ
サ
ル
可
ラ
ス
右
ノ
大
主
義
ニ
反
對
ス
ヘ
キ
主
義
ハ
資
本
ヲ
以
テ
營
ム
ニ
非
ス
シ
テ
且
ツ
貨
物
ヲ
移
轉
ス
ル
ニ
非
サ
ル
仕
事

ハ
皆
ナ
商
業
取
引
ニ
非
ス
ト
云
フ
ニ
在
ル
ヿ
固
ヨ
リ
明
ナ
リ
而
シ
テ
資
本
産
生
ノ
外
ニ
在
ル
所
謂
不
産
生
ノ
事
業
（
官
員
、
代
言
人
、
醫

師
、
敎
師
、
藝
人
ノ
職
業
ノ
如
キ
是
ナ
リ
）
ノ
皆
ナ
此
部
類
ニ
屬
ス
ル
ハ
甚
タ
分
明
ニ
シ
テ
法
律
上
ニ
特
別
明
言
ス
ル
ヲ
用
ヒ
ス
」（『
ロ

ェ
ス
レ
ル
氏
起
稿　

商
法
草
案　

上
巻
』（
新
青
出
版
・
復
刻
版
・
一
九
九
五
年
）
三
九
頁
）。

（
93
）　
「
ペ
テ
ィ
＝

ク
ラ
ー
ク
＝

ク
ズ
ネ
ッ
ツ
の
法
則
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
、
経
済
の
発
展
と
と
も
に
、
産
業
の
比
重
が
第
一
次
産
業

か
ら
第
二
次
産
業
へ
、
第
二
次
産
業
か
ら
第
三
次
産
業
へ
移
行
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
た
歴
史
的
経
験
法
則
で

あ
る
（
羽
田
昇
史
『
サ
ー
ビ
ス
経
済
論
入
門
』（
同
文
館
出
版
・
一
九
八
八
年
）
九
二
頁
以
下
）。
こ
う
し
た
歴
史
的
経
験
法
則
の
意
義
に

つ
き
、
宮
沢
健
一
「
ペ
テ
ィ
＝

ク
ラ
ー
ク
の
法
則
―
二
五
〇
年
後
の
再
発
見
」
経
済
セ
ミ
ナ
ー
三
一
一
号
（
一
九
八
〇
年
）
四
九
頁
以
下
。

（
94
）　

サ
ー
ビ
ス
財
、
サ
ー
ビ
ス
業
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
長
田
浩
『
サ
ー
ビ
ス
経
済
論
体
系
―
「
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
」

時
代
を
考
え
る
―
』（
新
評
論
・
一
九
八
九
年
）
六
五
頁
以
下
。

（
95
）　
「
サ
ー
ビ
ス
経
済
化
」
と
も
呼
ば
れ
る
（
羽
田
・
前
掲
注（
93
）一
四
三
頁
）。

（
96
）　

ソ
フ
ト
化
に
つ
い
て
、
中
野
安
・
明
石
芳
彦
編
『
経
済
サ
ー
ビ
ス
化
と
産
業
展
開
』（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
九
一
年
）
一
八
頁

以
下
〔
明
石
芳
彦
〕。

（
97
）　

日
本
標
準
産
業
分
類
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
済
学
説
を
あ
る
程
度
は
踏
ま
え
つ
つ
、
ま
た
現
実
の
現
象
を
そ
れ
な
り
に
反
映
し
、
か
つ

常
識
的
把
握
を
典
型
的
に
示
し
て
い
て
、
少
な
く
と
も
資
料
的
価
値
は
あ
る
と
さ
れ
る
（
長
田
・
前
掲
注（
94
）六
七
頁
）。
本
分
類
は
産

業
を
「
財
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
と
供
給
に
お
い
て
類
似
し
た
経
済
活
動
を
統
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
上
は
、
同
種
の
経
済
活
動
を

営
む
事
業
所
の
総
合
体
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
営
利
事
業
と
非
営
利
事
業
が
と
も
に
含
ま
れ
る
が
、
家
計
に
お
け
る
主
に
自

家
消
費
の
た
め
の
財
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
と
供
給
は
含
ま
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
営
利
事
業
・
非
営
利
事
業
が
い
か
な
る
意

味
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
98
）　

な
お
、「
醫
療
保
険
業
」
の
小
分
類
に
は
、
診
療
所
、
病
院
、
療
術
業
、
保
健
所
、
看
護
業
、
獣
醫
業
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
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「
法
務
」
の
小
分
類
に
は
、
辯
護
士
、
辯
理
士
事
務
所
、
執
行
吏
役
場
、
公
證
人
役
場
、
司
法
書
士
事
務
所
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

（
99
）　

以
降
の
中
分
類
の
変
遷
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
一
九
六
七
年
一
月
の
第
五
回
改
定
時
に
、
中
分
類
「
醫
療
保
険
業
」
は

「
医
療
業
」
と
「
保
健
お
よ
び
清
掃
業
」
と
な
っ
た
。「
法
務
」
は
、「
他
に
分
類
さ
れ
な
い
専
門
サ
ー
ビ
ス
業
」
に
ま
と
め
ら
れ
、
公
認

会
計
士
事
務
所
、
会
計
監
査
、
簿
記
業
、
土
木
建
築
サ
ー
ビ
ス
業
、
著
述
家
、
芸
術
家
業
な
ど
と
同
一
の
分
類
に
整
理
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
、

一
九
七
二
年
三
月
の
第
七
回
改
定
時
に
、
中
分
類
「
他
に
分
類
さ
れ
な
い
専
門
サ
ー
ビ
ス
業
」
は
「
専
門
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ

な
い
も
の
）」
に
名
称
が
変
わ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
七
六
年
五
月
の
第
八
回
改
定
で
「
保
健
及
び
清
掃
業
」
は
「
保
健
及
び
廃
棄
物
処
理

業
」
に
、
一
九
八
四
年
一
月
の
第
九
回
改
定
で
「
保
健
及
び
廃
棄
物
処
理
業
」
は
「
保
健
衛
生
」
に
変
更
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
第
一
一

回
改
定
で
「
医
療
・
福
祉
」
が
大
分
類
と
し
て
独
立
し
た
の
は
本
文
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
100
）　

一
九
五
七
年
五
月
の
第
四
回
改
定
時
に
、
大
分
類
「
Ｋ
―

サ
ー
ビ
ス
業
」
は
「
Ｌ
―

サ
ー
ビ
ス
業
」
と
な
っ
た
。

（
101
）　
「
日
本
標
準
産
業
分
類
の
変
遷
と
第
一
一
回
改
訂
の
概
要
」
六
―

七
頁
（
諮
問
第
二
六
八
号
の
答
申
）。
ま
た
、
教
育
・
学
習
支
援
に

関
す
る
分
野
に
つ
い
て
も
、
教
育
機
会
の
拡
大
、
生
涯
学
習
の
実
践
や
余
暇
時
間
の
増
大
等
に
と
も
な
い
、
産
業
規
模
が
拡
大
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
大
分
類
「
教
育
、
学
習
支
援
業
」
が
新
設
さ
れ
た
。

（
102
）　

そ
の
他
、
特
許
事
務
所
、
公
証
人
役
場
、
司
法
書
士
事
務
所
、
土
地
家
屋
調
査
士
事
務
所
、
行
政
書
士
事
務
所
、
公
認
会
計
士
事
務

所
、
税
理
士
事
務
所
、
著
述
・
芸
術
家
業
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
103
）　

な
お
、
大
分
類
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
、「
Ｎ
―

医
療
、
福
祉
」
は
「
Ｐ
―

医
療
、
福
祉
」
へ
と
移
動
し
て
い
る
。

（
104
）　
「
日
本
標
準
産
業
分
類
の
変
遷
と
第
一
二
回
改
定
の
概
要
」
七
頁
（
諮
問
第
三
二
〇
号
の
答
申
）。

（
105
）　

前
掲
注（
104
）一
四
―

一
五
頁
。

（
106
）　

な
お
、
大
分
類
「
Ｐ
―

医
療
、
福
祉
」
の
中
分
類
は
「
医
療
業
」、「
保
健
衛
生
」、「
社
会
保
険
・
社
会
福
祉
・
介
護
事
業
」
の
三
つ

で
あ
る
。

（
107
）　

中
小
企
業
庁
小
規
模
企
業
部
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
室
編
『
ニ
ュ
ー
サ
ー
ビ
ス
業
の
現
象
』（
大
蔵
省
印
刷
局
・
一
九
八
六
年
）
六
頁
。

（
108
）　

開
原
成
允
「
産
業
と
し
て
の
医
療
」
医
療
経
済
研
究
二
二
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
三
九
頁
。

（
109
）　

神
作
裕
之
「
一
般
社
団
法
人
と
会
社
―
―
営
利
性
と
非
営
利
性
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
二
八
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
九
頁
。

（
110
）　

中
田
裕
康
「
非
営
利
法
人
と
の
取
引
」
金
融
法
務
研
究
会
報
告
書
（
三
七
）「
取
引
先
法
人
と
の
取
引
に
か
か
る
内
部
手
続
と
金
融
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機
関
の
実
務
」（
二
〇
二
一
年
）
一
頁
以
下
。

（
111
）　

中
田
・
前
掲
注（
110
）二
頁
。

（
112
）　

神
作
・
前
掲
注（
109
）四
三
頁
。

（
113
）　

森
本
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）三
六
頁
以
下
〔
洲
崎
〕。

（
114
）　

田
邊
宏
康
「
商
法
の
適
用
対
象
を
画
す
る
営
利
目
的
に
つ
い
て
」
専
法
一
四
一
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
八
―

三
九
頁
。

（
115
）　

か
ね
て
よ
り
「
自
由
職
業
と
い
う
観
念
は
、
法
律
学
上
一
般
的
な
概
念
で
は
な
く
、
元
来
が
社
会
学
的
概
念
で
あ
る
の
で
、
自
由
職

業
を
あ
ま
り
に
一
般
化
し
て
法
の
適
用
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
具
体
的
に
商
法
の
ど
の
規
定
が
適

用
な
い
し
修
正
適
用
さ
れ
る
か
は
、
特
別
法
も
踏
ま
え
つ
つ
、
個
々
に
吟
味
す
る
ほ
か
な
い
（
鴻
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）二
八
―

二
九
頁

〔
鴻
〕）。
商
業
登
記
、
商
号
、
商
業
帳
簿
、
商
業
使
用
人
な
ど
の
規
定
は
、
性
質
上
ま
た
は
特
別
法
と
の
関
係
上
、
適
用
す
る
こ
と
が
適

切
で
な
い
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
116
）　

森
本
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）三
三
頁
〔
洲
崎
〕、
末
永
・
前
掲
注（
15
）二
二
頁
、
弥
永
・
前
掲
注（
4
）一
八
頁
、
近
藤
・
前
掲
注（
15
）

二
一
頁
。

（
117
）　

竹
田
・
前
掲
注（
3
）一
九
二
頁
、
野
津
・
前
掲
注（
15
）三
八
頁
、
大
隅
・
前
掲
注（
15
）九
二
頁
、
石
井
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）六
七
頁
、

青
竹
・
前
掲
注（
15
）四
五
頁
。
反
対
、
森
本
ほ
か
・
前
掲
注（
1
）三
三
頁
〔
洲
崎
〕。

（
118
）　

淺
木
・
前
掲
注（
15
）一
九
頁
。

（
119
）　

川
村
ほ
か
・
前
掲
注（
15
）二
〇
頁
。

（
120
）　

道
野
・
前
掲
注（
17
）三
三
三
頁
。

（
121
）　

関
・
前
掲
注（
15
）一
一
四
頁
。
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
こ
の
規
定
が
置
か
れ
た
当
時
と
は
時
代
状
況
が
異
な
り
、
念
頭
に
置
い
て

い
た
行
為
も
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
杉
田
・
前
掲
注（
43
）三
四
頁
）。
同
様
に
、
撮
影
は
出
版
・
印
刷
と

同
一
箇
所
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
撮
影
行
為
は
出
版
・
印
刷
と
強
く
牽
連
し
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、

現
代
で
い
え
ば
報
道
カ
メ
ラ
マ
ン
の
よ
う
な
活
動
に
そ
の
例
を
求
め
る
方
が
適
切
と
の
見
解
が
あ
る
（
大
塚
ほ
か
・
前
掲
注（
89
）一
八
頁

〔
大
塚
〕）。

（
122
）　

関
・
前
掲
注（
15
）一
二
二
―

一
二
三
頁
、
青
竹
・
前
掲
注（
15
）三
八
―

三
九
頁
。
議
論
の
詳
細
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
8
）四
五
頁
以
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下
。

（
123
）　

宮
沢
・
前
掲
注（
93
）五
〇
頁
以
下
。

（
124
）　

そ
も
そ
も
「
自
由
」
職
業
者
と
い
え
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
イ
ン
ハ
ウ
ス
ロ
イ
ヤ
ー
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。

（
125
）　

田
邊
・
前
掲
注（
114
）三
九
頁
。

（
126
）　

得
津
晶
「
形
式
的
意
義
の
商
法
と
商
法
の
適
用
範
囲
」
法
協
四
九
九
号
（
二
〇
二
二
年
）
四
五
頁
以
下
、
と
り
わ
け
五
一
頁
（
こ
の

提
案
に
賛
意
を
示
す
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
村
田
敏
一
「
商
法
の
適
用
範
囲
と
商
法
典
の
将
来
」
立
法
四
一
一
・
四
一
二
号
（
二
〇

二
三
年
）
三
九
〇
頁
）。
こ
の
提
案
の
よ
う
に
、
営
業
概
念
の
構
成
要
素
を
反
復
継
続
性
の
み
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
由
職
業
者
の

商
人
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
一
層
容
易
に
な
ろ
う
。

（
127
）　

酒
井
太
郎
「
商
法
の
構
造
と
基
軸
概
念
」
一
橋
法
学
一
九
巻
一
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
二
一
頁
以
下
。

（
128
）　

ド
イ
ツ
法
を
参
考
に
、
商
人
・
商
行
為
概
念
の
再
構
成
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
山
下
友
信
「
商
法
の
現
代
化
と
商
人
概
念
」
同

法
七
一
巻
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
〇
五
頁
。


